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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

　

回次 第17期中 第18期中 第19期中 第17期 第18期

会計期間

自　平成17年
　　８月１日
至　平成18年
　　１月31日

自　平成18年
　　８月１日
至　平成19年
　　１月31日

自　平成19年
　　８月１日
至　平成20年
　　１月31日

自　平成17年
　　８月１日
至　平成18年
　　７月31日

自　平成18年
　　８月１日
至　平成19年
　　７月31日

売上高 (千円) 1,388,1461,043,4661,710,2522,958,8653,126,244

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) 168,704△131,173 112,437 302,212 261,065

中間(当期)純利益又は
中間(当期)純損失(△)

(千円) 94,622△136,277△36,276 162,540 99,931

純資産額 (千円) 3,814,1213,618,9603,793,6473,963,9603,893,617

総資産額 (千円) 5,074,2915,869,0387,474,0165,781,7436,318,474

１株当たり純資産額 (円) 35,401.1732,707.6233,142.3335,923.3634,499.46

１株当たり
中間(当期)純利益又は
中間(当期)純損失(△)

(円) 933.18△1,274.94△343.29 1,554.78 938.92

潜在株式調整後
１株当たり
中間(当期)純利益

(円) 918.10 ― ― 1,542.39 ―

自己資本比率 (％) 75.2 59.4 46.9 66.9 57.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △280,734 261,578 336,529 340,140 489,693

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 251,259 △140 △919,334△518,860 4,144

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,378,948△253,463 442,6961,377,686△326,612

現金及び現金同等物
の中間期末(期末)残高

(千円) 2,663,6972,521,1652,540,3082,513,1912,680,416

従業員数 (名) 214 292　 465 281 391

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　第18期中間連結会計期間及び第19期中間連結会計期間における潜在株式調整後１株当たり中間純利益につい

ては、潜在株式が存在するものの１株当たり中間純損失であるため記載しておりません。

３　第18期における潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

４　第17期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。
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(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第17期中 第18期中 第19期中 第17期 第18期

会計期間

自　平成17年
　　８月１日
至　平成18年
　　１月31日

自　平成18年
　　８月１日
至　平成19年
　　１月31日

自　平成19年
　　８月１日
至　平成20年
　　１月31日

自　平成17年
　　８月１日
至　平成18年
　　７月31日

自　平成18年
　　８月１日
至　平成19年
　　７月31日

売上高又は営業収益 (千円) 1,171,754606,839 415,3162,200,1912,110,747

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) 216,008△243,482 106,992 299,712△28,541

中間(当期)純利益又は
中間(当期)純損失(△)

(千円) 122,099△230,626 101,046 160,167△111,644

資本金 (千円) 1,364,5171,364,5171,364,5171,364,5171,364,517

発行済株式総数 (株) 107,740 107,740 107,740 107,740 107,740

純資産額 (千円) 3,841,5983,386,5523,427,1003,868,0093,430,281

総資産額 (千円) 4,354,1904,362,7014,315,5604,581,8474,392,625

１株当たり純資産額 (円) 35,656.2031,786.6732,409.2835,901.3332,461.60

１株当たり
中間(当期)純利益又は
中間(当期)純損失(△)

(円) 1,204.16△2,157.62 956.23 1,532.08△1,048.98

潜在株式調整後１株
当たり中間(当期)純利益

(円) 1,184.70 ― ― 1,519.87 ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― 1,000 1,000

自己資本比率 (％) 88.2 77.6 79.4 84.4 78.1

従業員数 (名) 164 177 39 172 205

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　第18期中間会計期間及び第18期における潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存

在するものの１株当たり中間(当期)純損失であるため記載しておりません。

３　第19期中間会計期間における潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、希薄化効果を有している潜在株

式が存在しないため記載しておりません。

４　平成19年８月１日をもって持株会社体制に移行したため、第19期中間会計期間における営業収益及び従業員数は

第18期以前に比較し、大幅に減少しております。

５　平成19年８月１日をもって持株会社体制に移行したことに伴い、売上高に関しては、各事業会社からの経営指導

料収入等の事業収入となったため、第19期中間会計期間より「営業収益」として表示しております。

６　第17期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。
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２ 【事業の内容】

　　当社グループは、平成19年８月１日付で持株会社体制に移行致しました。この移行に伴い、当社名を株式会

社綜合臨床ホールディングスに変更するとともに、株式会社綜合臨床薬理研究所及び株式会社エビデンス

センターを新設分割し、新たに連結子会社に含めております。また、当中間連結会計期間中において、新たに

株式取得によりトライアルサポート株式会社を子会社化し連結対象に加えております。

　これらの結果、当中間連結会計期間末の当社グループは、当社（株式会社綜合臨床ホールディングス）と

子会社７社（株式会社綜合臨床薬理研究所、株式会社あすも臨床薬理研究所、株式会社ベルテール、ハイク

リップス株式会社、トライアルサポート株式会社、株式会社エビデンスセンター、株式会社アスモット)及び

関連会社２社(株式会社東京健康管理センター、ＨＭＲ株式会社)により構成されております。

　当社グループは、治験コーディネーター(以下「ＣＲＣ」という。)(※１)業務、治験審査委員会(以下「Ｉ

ＲＢ」という。)(※２)事務局業務、及び臨床試験に関する一切の業務を行うＳＭＯ（※３）事業を主な事

業とし、その他の事業として健康食品(特定保健用食品(※４)を含む。)の開発支援業務及び健康食品の販売

業務を行っております。

　　当社グループの事業に係る位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。

区  分 会 社 名 事業内容 摘  要

ＳＭＯ事業

 株式会社綜合臨床薬理研究所
ＣＲＣ業務、ＩＲＢ事務局業務、　　　
治験事務局業務及び臨床試験に
関する一切の業務

　連結子会社

 株式会社あすも臨床薬理研究所 (注)
ＣＲＣ業務、ＩＲＢ事務局業務、　　　
治験事務局業務及び臨床試験に
関する一切の業務

　連結子会社

 株式会社ベルテール
ＣＲＣ業務、ＩＲＢ事務局業務、　　　
治験事務局業務及び臨床試験に
関する一切の業務

　連結子会社

 ハイクリップス株式会社
ＣＲＣ業務、ＩＲＢ事務局業務、　　　
治験事務局業務及び臨床試験に
関する一切の業務

　連結子会社

 トライアルサポート株式会社
ＣＲＣ業務、ＩＲＢ事務局業務、　　　
治験事務局業務及び臨床試験に
関する一切の業務

　連結子会社

 株式会社アスモット ＣＲＣ業務
　非連結子会社　　　　　　
（持分法非適用会社）

 株式会社東京健康管理センター ＣＲＣ業務
　関連会社　　　　　（持分法
非適用会社）

 ＨＭＲ株式会社 ＣＲＣ業務
　関連会社　　　　　（持分法
非適用会社）

その他の事業  株式会社エビデンスセンター
健康食品(特定保健用食品を含む)　　
の開発支援業務、健康食品の販売　　
業務及び大規模臨床研究

　連結子会社

（注）株式会社あすも臨床薬理研究所につきましては、平成19年８月１日付で株式会社日本臨床薬理

　　　研究所より商号変更いたしました。
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　　事業系統図は以下のとおりであります。

（平成20年１月31日現在）

　
（注）トライアルサポート株式会社につきましては、平成20年２月22日付で株式の追加取得を行い、

　　　当社の株式保有比率は100％となっております。
　

（補足）当社グループのコア事業であるＳＭＯ事業について

　　当社グループは、臨床試験(以下、「治験」という。)(※５)を実施する医療機関から、治験の実施に係る業務

の一部を受託または代行するＳＭＯ事業をコア事業として、主に医療機関への支援サービスを提供してお

ります。

　　一般に、医薬品の開発にあたっては、前臨床試験(※６)において、様々な方法でその安全性と有効性が試さ

れますが、最終段階においては、被験者(※７)を対象とした治験が不可欠となります。当社は、これら治験を

実施する医療機関に対し、ＣＲＣ業務、ＩＲＢ事務局業務及び治験事務局業務の包括的支援サービスを提供

することで、治験が適正かつ円滑に実施されるように医療機関の業務を支援しております。

　　それぞれの業務内容は、以下のとおりであります。

ＣＲＣ業務

　ＣＲＣは、治験責任医師(※８)の指導の下、インフォームド・コンセント(※９)の取得補助、症例報告書(※

10)への転記・管理、モニター(※11)との対応窓口等、医学的判断を伴わない治験業務の支援を行います。医薬

品の治験実施過程において、とりわけ被験者と治験との調整を行い、治験の倫理性、科学性を保証するための

活動を行います。

ＩＲＢ事務局業務

　製薬企業等から依頼を受けた医療機関は、ＩＲＢを開催し、倫理的、科学的及び医学的妥当性の観点から治験

実施の適否を判断する必要がありますが、当社は、ＩＲＢ開催の通知、資料の配布、ＩＲＢ議事録の作成及び審

査結果の報告等、その整備・運営に関する支援を行います。

治験事務局業務

　医療機関が治験を実施するにあたり必要となる標準業務手順書(ＳＯＰ)(※12)や各種書類の作成等、治験事

務局の整備・運営に関する支援を行います。
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（用語説明）

※１　治験コーディネーター(ＣＲＣ：Clinical Research Coordinator)

　質の高い治験を適正かつ円滑に進めるために、治験責任医師(※８)の指導の下、医学的判断

　を伴わない治験業務(インフォームド・コンセント(※９)の取得補助、被験者(※７)のケア、

　治験に携わるチーム内の調整業務等)の支援を行う者。

※２　治験審査委員会(ＩＲＢ：Institutional Review Board)

　医療機関の長、治験責任医師及び製薬企業等から独立した医学・薬学等の専門家及びそれ以

　外の者によって構成される委員会。

　当委員会の責務は、治験実施計画書(※14)や被験者から文書によるインフォームド・コンセ

　ントを取得するための手法及び資料等を審査し、被験者の人権、安全及び福祉の保護を確保

　することである。

※３　ＳＭＯ(Site Management Organization：治験施設支援機関)

　治験(※５)を実施する医療機関から、治験の実施に係る業務の一部を受託または代行する組

　織。

※４　特定保健用食品

　「体の調子を整える」などの働きのある成分を添加し加工した食品で、その効果や安全性が

　個々の商品ごとに動物や人で科学的に証明され、健康にどのように役立つかを表示して良い

　と、厚生労働大臣が許可した食品。この許可を得るためには、人を対象とした治験を行い、

　その有効性と安全性を確認する必要がある。

※５　臨床試験(治験)

　医薬品開発のプロセスにおいて、人を対象として、薬の安全性や有効性を確認するための試

　験。

　特に、臨床試験のうち、医薬品の製造(輸入)承認または承認事項の一部変更承認を申請する

　際に提出すべき資料の収集を目的として実施される試験を治験という。

※６　前臨床試験

　動物を用いて安全性、有効性等を検討するための試験。非臨床試験ともいう。

※７　被験者

　治験に参加し、治験薬を投与される者またはその対象となる者。

※８　治験責任医師

　　　　医療機関において、治験の実施に関して責任を有し、治験に係る業務を統括する医師または

　歯科医師。

※９　インフォームド・コンセント（同意説明・同意取得）

　被験者の治験への参加を決定する際に、治験に関するあらゆる角度からの説明が充分なされ

　た後に、被験者がこれを理解し、自由な意思によって治験への参加に同意し、書面によって

　そのことを確認すること。インフォームド・コンセントは、被験者と担当医師による署名と

　日付が記入された同意文書をもって証明される。

※10　症例報告書

　治験実施計画書において規定される、各被験者に関する全ての情報を記録するための文書。

　治験責任医師若しくは治験分担医師が原資料(カルテ等)を基に作成し、製薬企業等に報告す

　ることが義務付けられている。

※11　モニター／モニタリング

　製薬企業等により指名されたモニター(ＣＲＡ：Clinical Research Associate)が、治験の進

　行状況を調査し、治験がＧＣＰ省令(※13)、治験実施計画書(※14)、標準業務手順書(※12)

　に従って実施、記録及び報告されていることを保証する活動。

※12　標準業務手順書(ＳＯＰ：Standard Operating Procedures)

　治験に係る業務を均質に遂行するための手順を詳細に記述した文書。　　　　　　　　　　　　　　　

　治験が倫理的な配慮のもとに科学的に適正に実施されるための基準である。平成16年12月に

　改正がなされている。

　治験が倫理的な配慮のもとに科学的に適正に実施されるための基準である。平成16年12月に

　改正がなされている。
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※13　ＧＣＰ省令(Good Clinical Practice)

　平成９年厚生省令第28号「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」

　治験が倫理的な配慮のもとに科学的に適正に実施されるための基準である。平成16年12月に

　改正がなされている。

※14　治験実施計画書(プロトコール)

　治験の目的、デザイン、方法等について記述した文書。

　治験を実施するにあたって、医療機関及び製薬企業等が遵守しなければならない要件事項を

　記載した実施計画書である。
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３ 【関係会社の状況】

　　当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となっております。

名称 住所
資本金　　　　
(千円)

主要な事業の内容　
　　(注１)

議決権の所有
割合（％）

関係内容

（連結子会社）

東京都八王子市 250,000ＳＭＯ事業 100 役員兼任３名株式会社綜合臨床薬理研究所

（注２）

（連結子会社）

高知県高知市 30,000ＳＭＯ事業 80 役員兼任１名トライアルサポート株式会社

（連結子会社）

東京都渋谷区 50,000その他の事業 100 役員兼任１名株式会社エビデンスセンター

（注）１　主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

　　　２　特定子会社に該当しております。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年１月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

ＳＭＯ事業 351

その他の事業 3

全社（共通） 111

合計 465

(注)　１　従業員数は就業人員であります。

　２　全社（共通）は、営業ならびに総務及び経理等の管理部門の従業員であります。

　３　従業員が当中間連結会計期間において74名増加しておりますが、これは事業拡大に伴う増加及び

　　　　 新規連結子会社１社の純増加によるものであります。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年１月31日現在

従業員数(名) 39

(注)　１　従業員数は当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数でありま　

　　　　　す。

　　　２　平成19年８月１日をもって持株会社体制に移行したため、当中間会計期間における従業員数は、

　　　　　前事業年度末（205名）に比較し、大幅に減少しております。

　

(3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

　　　　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や国内民間需要の増加による設

　備投資の増加基調など、引き続き回復方向の動きが続いています。しかしながら、原油価格の

　高騰、米国のサブプライムローン問題に起因する国際金融資本市場、並びに世界経済の不透明

　感が当中間連結会計期間後半より顕著にみられ、引き続き留意が必要な状況であります。

　　このような中で、弊社の属するＳＭＯ（治験施設支援機関）事業の市場におきましては依然

　として市場規模の拡大は続いているものの、業界内における企業再編も進んできており、製薬

　会社から大手ＳＭＯに発注が集中する傾向が高まってきております。これにより、治験の効率

　化、質の向上、規模の拡大へと業界の状況に変化が見られるようになってきております。当社

　グループは業界No.1の地位を確保すべく積極的なＭ＆Ａを実施、四国地方に強みを持つトライ

　アルサポート株式会社を新たにグループ連結対象とし、強固なグループ経営基盤の整備に注力

　いたしました。

　　また、当社グループは平成19年８月より持株会社体制に移行いたしました。これにより、傘

　下のＳＭＯ事業会社は経営資源を治験の質・量の向上に集中することができるとともに、持株

　会社の下、グループ全体で迅速な意思決定が可能となりました。グループ化を進め相乗効果を

　追求することで、従来以上に提案型のビジネスを展開し、パートナーとして選ばれる企業を目

　指しております。

　　具体的には以下のような施策を行ってまいりました。
　
　　　①　グループ共同受注の推進

　　　　　　積極的なシェア拡大を図るため、特色と強みのあるＳＭＯ事業会社をグループに迎え入

　れました。これらのグループ企業の強みを融合し、ワン・パッケージのソリューションと

　して提案することで、他の追随を許さない効率的な治験支援の提供が可能になり、共同受

　注を推進いたしました。

　　　②　地域戦略推進による業務効率向上

　　　　　　日本の医療は地域性が強く、治験実施に際しても地域ごとにきめ細かな戦略を推進する

　ことが全体の効率向上につながります。当社グループは全国規模で事業展開をしているＳ

　ＭＯでありながら地域密着型のオフィスや事業拠点を展開することで、同時に地域性をも

　満たしてまいりました。重複している業務については持株会社の経営指導の下、徐々に効

　率化を推進し、全体の利益率向上を図りました。

　　　③　大規模臨床試験に向けた取り組み

　　　　　　近年、市販後薬に関する再試験のように、一症例あたりの単価が通常の治験よりも少な

　く多症例を対象とするような、従来の治験の枠組みに収まらない大規模臨床試験の引き合

　いが増えてきております。当社は、このような新しいタイプの案件に対応すべく、そのビ

　ジネスの特徴に適合した推進体制を構築してまいりました。
　
　　　　また、引き続き、提携医療機関の拡充と医療機関ネットワークへの構築にも注力し、平成20

　年１月31日現在の提携医療機関数は1,590施設（グループ合計）となりました。

　　以上の結果、当中間連結会計期間におきましては、売上計上基準を完成基準に変更したこと

　に伴う減収要因にもかかわらず、グループ各社における受注増、グループ経営力の強化による

　共同受注効果の発揮、業務の効率化の進展等により、連結売上高は1,710百万円（前中間連結会

　計期間比63.9%増）、連結営業利益は95百万円（前中間連結会計期間、営業損失140百万円）

　連結経常利益は112百万円（前中間連結会計期間、経常損失131百万円）、連結中間純損失は36

　百万円（前中間連結会計期間、連結中間純損失136百万円）となり、前年同期に比べ大幅な改善

　が見られました。

　　　事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

　　　（ＳＭＯ事業）
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　　　　当社グループは、ＣＲＣ（治験コーディネーター）業務、ＩＲＢ（治験審査委員会）事務局

　　　業務、治験事務局業務及びその他治験に関する業務を主とするＳＭＯ事業を行っております。

　　　当中間連結会計期間における当社グループのＳＭＯ事業におきましては、売上計上基準変更に

　　　よる減収の影響が残ったものの、グループ各社において受注が増加したことやグループ経営強

　　　化による共同受注の効果により、売上高は1,684百万円となりました。

　　　（その他の事業）

　　　　当社グループは、その他の事業として、健康食品（特定保健用食品含む）の開発支援業務及

　　　び健康食品の販売業務を行っております。

　　　当中間連結会計期間におけるその他の事業におきましては、売上高は25百万円となりました。
　
　(2) キャッシュ・フローの状況

　　　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前中間連結会

　　計期間に比べ19百万円増の2,540百万円となりました。

　　　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであ　

　　ります。

　(営業活動によるキャッシュフロー)

　　　営業活動におけるキャッシュ・フローは、336百万円（前中間連結会計期間、261百万円）とな

　　りました。これは、資金減少要因としてたな卸資産の増加額657百万円及び法人税等の支払額84

　　百万円があったものの、資金増加要因として売上債権の減少額328百万円、前受金の増加額475百

　　万円があったことが主な要因であります。

　(投資活動によるキャッシュフロー)

　　　投資活動におけるキャッシュ・フローは、919百万円（前中間連結会計期間、0百万円）となり

　　ました。これは、資金増加要因として投資有価証券の売却による収入18百万円があったものの、

　　資金減少要因として関係会社株式の取得による支出738百万円、定期預金の預入れによる支出100

　　百万円及び有形固定資産の取得による支出40百万円、投資有価証券の取得による支出27百万円が

　　あったことが主な要因であります。

　(財務活動によるキャッシュフロー)

　　　財務活動におけるキャッシュ・フローは、442百万円（前中間連結会計期間、△253百万円）と

　　なりました。これは、資金減少要因として配当金の支払額103百万円があったものの、資金増加要

　　因として金融機関からの借入による収入600百万円があったことが主な要因であります。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

　

(1) 受注実績

　　　当中間連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別
セグメントの名称

受注高(千円)
前年同期比増減(％)

受注残高(千円)
前年同期比増減(％)

ＳＭＯ事業 2,211,362 △9.8 7,366,896 36.4

その他の事業 159,116 246.8 199,511 △18.4

合計 2,370,478 △5.1 7,566,407 34.0

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 販売実績

　　　当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比増減(％)

ＳＭＯ事業 1,684,402 64.8

その他の事業 25,849 20.9

合計 1,710,252 63.9

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３ 【対処すべき課題】

　　　　当中間連結会計期間において、当連結会社の事業上および財務上の対処すべき課題に重要な

　変更及び新たに生じた課題はありません。

　

４ 【経営上の重要な契約等】

　　トライアルサポート株式会社の株式譲渡契約

　　　　当社は、平成19年８月30日開催の取締役会において、トライアルサポート株式会社の株式取

　得に関する同社の主要な株主との基本合意書の締結を決議し、株式を取得いたしました。

　　　　①　子会社化の目的

　　　　四国地方における事業拠点を新たに確保できるほか、事業の効率化や合理化が見込まれ

　　　当社グループの業界内のシェア拡大が推進され、グループ全体の更なる事業拡大及び利益

　　　の拡大が期待されます。

　　　　②　子会社化した会社の概要

　　　　　　商号：トライアルサポート株式会社

　　　　　　事業内容：ＳＭＯ事業

　　　　　　本店所在地：高知県高知市南久保１番14号

　　　　　　設立年月日：平成13年８月29日

　　　　　　資本金：30,000千円

　　　　③　株式取得の時期

　　　　　　平成19年８月31日

　　　　④　取得した株式の数、取得価額及び取得後の持株比率

　　　　　　取得した株式の数：480株

　　　　　　取得価額：960,000千円

　　　　　　取得後の持株比率：80.0％

　　　　⑤　支払資金の調達

　　　　　　手元資金及び運転借入の余剰資金

　　　（注）トライアルサポート株式会社につきましては、平成20年２月22日付で株式の追加取得を

　　　　行い、当社の株式保有比率は100％となっております。

　

５ 【研究開発活動】

　　　　当中間連結会計期間において、研究開発活動は行われておりません。
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第３ 【設備の状況】

１ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

　　①　重要な設備の新設等

　　　　当中間連結会計期間に新設した重要な設備は、以下のとおりであります。

会社名
事業所名

(所在地)

事業の種類別セ

グメントの名称
設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数

(名)建物 工具器具備品 その他 合計

㈱綜合臨床ホールディングス
本社(東京都

渋谷区)
全社 事務所 20,702 4,190 45,01669,908 39

(注)１  上記の金額は平成20年１月31日現在の帳簿価額であります。

　　２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　３  帳簿価格のうち、「その他」は無形固定資産、長期前払費用及び敷金保証金であります。

　

　　②　重要な設備の除却等

　　　　該当事項はありません。

　

(2) 国内子会社

　　①　重要な設備の新設等

　　　　該当事項はありません。

　

　　②　重要な設備の除却等

　　　　該当事項はありません。

　

２ 【設備の新設、除却等の計画】

　　当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の

　計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 400,000

計 400,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(平成20年１月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年４月25日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 107,740 107,740
東京証券取引所
(マザーズ)

(注)

計 107,740 107,740 ― ―

(注)　完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　①平成13年改正旧商法第280条ノ20及び平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づき発行した新

　株予約権は次のとおりであります。

株主総会の特別決議日(平成17年10月27日)

中間会計期間末現在
(平成20年１月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年３月31日)

新株予約権の数 　 930個 930個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数　(注)１ 930株 930株

新株予約権の行使時の払込金額　(注)２、３ 282,293円 同左

新株予約権の行使期間
平成18年11月１日から
平成23年10月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格　　282,293円
資本組入額　141,147円

同左

新株予約権の行使の条件

各新株予約権の一部行使はでき
ません。
その他の条件は、当社と新株予
約権の割当を受けたものとの間で
締結した「新株予約権割当契約
書」で定めるところによります。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、当社
取締役会の承認を要します。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

― ―

　
(注) １　新株予約権を発行する日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整

し、調整により生じる１株未満の端数は、これを切り捨てます。
　
調整後付与株式数　＝　調整前株式数×分割・併合の比率

　

２　新株予約権を発行する日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、
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調整により生じる１円未満の端数は、これを切り上げます。
　

調整後行使価額　＝　調整前行使価額　×
１

分割・併合の比率
　

３　新株予約権を発行する日以降、当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合（新株予約

権の行使の場合を除く。）には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、これを

切り上げます。
　

調整後行使価額　＝
調 整 前
行使価額 ×

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

時　　価

既発行株式数＋新規発行株式数

　

　

　②会社法第236条、会社法238条及び会社法第239条の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおり

　であります。

株主総会の特別決議日(平成19年10月25日)

中間会計期間末現在
(平成20年１月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年３月31日)

新株予約権の数 1,500個 1,500個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数　(注)１ 1,500株 1,500株

新株予約権の行使時の払込金額　(注)２、３ 63,105円 同左

新株予約権の行使期間
平成21年12月17日から
平成24年12月16日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格　　63,105円
資本組入額　31,553円

同左

新株予約権の行使の条件

新株予約権者が新株予約権を放
棄した場合には行使することはで
きません。
その他の条件は、当社と新株予
約権の割当を受けたものとの間で
締結した「新株予約権割当契約
書」で定めるところによります。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、当社
取締役会の承認を要します。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項

(注)４ 同左

新株予約権の取得条項に関する事項 (注)５ 同左

(注) １　新株予約権を発行する日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整

し、調整により生じる１株未満の端数は、これを切り捨てます。
　
調整後付与株式数　＝　調整前株式数×分割・併合の比率

　

２　新株予約権を発行する日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、

調整により生じる１円未満の端数は、これを切り上げます。
　

調整後行使価額　＝　調整前行使価額　×
１

分割・併合の比率
　

３　新株予約権を発行する日以降、当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合（新株予約

権の行使の場合を除く。）には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、これを

切り上げます。
　

調整後行使価額　＝
調 整 前
行使価額 ×

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

時　　価

既発行株式数＋新規発行株式数
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４　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会社

となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以

上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前におい

て残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合

につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株

予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨

を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める

ことを条件とする。

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

　　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　　再編対象会社の普通株式とする。

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　　組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

（４）新株予約権の行為に際して出資される財産の価額

　　交付される各新株予約権の行為に際して出資される財産の価額は、払込金額を組織再編行為の条件等を　

　　勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記（３）に従って決定される当該新株予約権の目的であ

　　る再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

（５）新株予約権を行使することができる期間

　　新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の

　　行使期間の満了日までとする。

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　　組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

（７）譲渡による新株予約権の取得の制限

　　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

（８）新株予約権の取得条項

　　(注)５の新株予約権の取得条項に準じて決定する。
　

５　下記に掲げる議案が株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた

場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

（１）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

（２）当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

（３）当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

（４）当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

　　　についての定めを設ける定款の変更承認の議案

（５）新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ

　　　と若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについて

　　　の定めを設ける定款の変更承認の議案
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(3) 【ライツプランの内容】

　　　　該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成19年８月１日～
平成20年１月31日

― 107,740 ― 1,364,517 ― 1,640,117

　

(5) 【大株主の状況】

平成20年１月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

西　野　晴　夫 東京都八王子市 21,850 20.28

佐々木　幸　弘 東京都世田谷区 21,850 20.28

有限会社ジュピターインベストメント 東京都港区西麻布3-20-16 11,000 10.20

庄　司　　　孝 東京都八王子市 7,155 6.64

佐々木　梨　乃 東京都世田谷区 3,000 2.78

株式会社綜合臨床ホールディングス 東京都渋谷区代々木4-29-4 2,068 1.91

西　野　有　紀 東京都八王子市 1,275 1.18

西　野　ひとみ 東京都八王子市 1,275 1.18

西　野　富美子 東京都府中市 1,016 0.94

佐々木　由美子 東京都世田谷区 900 0.83

西　野　美登里 東京都八王子市 900 0.83

計 ― 72,289 67.05

　

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年１月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 　2,068 ― (注)

完全議決権株式(その他) 普通株式 105,672　 105,672 (注)

発行済株式総数 107,740 ― ―

総株主の議決権 ― 105,672 ―

(注)　権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
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② 【自己株式等】

平成20年１月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社綜合臨床
ホールディングス

東京都渋谷区代々木4-29-4 2,068 ― 2,068 1.91

計 ― 2,068 ― 2,068 1.91

　

２ 【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

　

月別 平成19年８月 ９月 10月 11月 12月 平成20年１月

最高(円) 71,500 67,900 71,700 70,500 61,400 57,900

最低(円) 53,000 52,000 56,000 59,000 54,500 39,100

(注)  最高・最低株価は、東京証券取引所(マザーズ)における株価を記載しております。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年

大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　なお、前中間連結会計期間（平成18年８月１日から平成19年１月31日まで）は、改正前の中間連結財務

諸表規則に基づき、当中間連結会計期間（平成19年８月１日から平成20年１月31日まで）は、改正後の中

間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

　

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省

令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

　なお、前中間会計期間（平成18年８月１日から平成19年１月31日まで）は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間（平成19年８月１日から平成20年１月31日まで）は、改正後の中間財務諸表

等規則に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、前中間連結会計期間(平成18年８月1日から平成19年１月31日まで)及び前中間会計期間(平成18

年８月１日から平成19年１月31日まで)は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当中間連結会計期

間(平成19年８月１日から平成20年１月31日まで)及び当中間会計期間(平成19年８月１日から平成20年１

月31日まで)は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ中間連結財務諸表並びに中間

財務諸表について、仰星監査法人により中間監査を受けております。
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１ 【中間連結財務諸表等】

(1) 【中間連結財務諸表】

① 【中間連結貸借対照表】

　

前中間連結会計期間末

(平成19年１月31日)

当中間連結会計期間末

(平成20年１月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成19年７月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 2,483,472 2,652,589 2,692,697

　２　売掛金 627,637 594,758 863,590

　３　有価証券 49,966 ― ―

　４　たな卸資産 692,395 1,433,396 718,117

　５　その他 ※2 470,658 343,080 485,453

　　　貸倒引当金 △8,000 △4,097 △6,600

　　　流動資産合計 4,316,13073.5 5,019,72867.2 4,753,25875.2

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産 ※1 119,798 178,265 139,810

　２　無形固定資産

　　(1) のれん 969,905 1,714,449 967,629

　　(2) その他 133,5071,103,412 127,8731,842,323 143,3941,111,024

　３　投資その他の資産

　　(1) 投資有価証券 160,225 106,747 116,824

　　(2) その他 175,472 332,952 203,555

　　　  貸倒引当金 △6,000329,697 △6,000433,699 △6,000314,380

　　　固定資産合計 1,552,90826.5 2,454,28832.8 1,565,21524.8

　　　資産合計 5,869,038100.0 7,474,016100.0 6,318,474100.0
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前中間連結会計期間末

(平成19年１月31日)

当中間連結会計期間末

(平成20年１月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成19年７月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　買掛金 13,225 11,427 38,072

　２　短期借入金 ※3 ― 630,532 28,348

　３　前受金 1,255,016 1,837,601 1,236,292

　４　賞与引当金 51,278 66,934 86,031

　５　受注損失引当金 78,797 48,429 36,598

　６　その他 ※2 366,200 622,130 512,234

　　　流動負債合計 1,764,51930.0 3,217,05543.0 1,937,57730.7

Ⅱ　固定負債

　１　長期借入金 476,000 448,238 476,000

　２　退職給付引当金 7,887 13,404 9,602

　３　その他 1,671 1,671 1,677

　　　固定負債合計 485,5588.3 463,3146.2 487,2797.7

　　　負債合計 2,250,07838.3 3,680,36949.2 2,424,85738.4

前中間連結会計期間末

(平成19年１月31日)

当中間連結会計期間末

(平成20年１月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成19年７月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 1,364,517 1,364,517 1,364,517

　２　資本剰余金 1,640,117 1,640,117 1,640,117

　３　利益剰余金 627,642 721,901 863,850

　４　自己株式 △146,767
 

△217,352 △217,352

      株主資本合計 3,485,51059.4 3,509,18447.0 3,651,13357.8

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券

　　　評価差額金
△840 △6,968 △5,507

　　　評価・換算差額等

　　　合計
△840△0.0 △6,968△0.1 △5,507△0.1

Ⅲ　新株予約権 ― ― 2,3470.0 ― ―

Ⅳ　少数株主持分 134,2892.3 289,0833.9 247,9903.9
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　　　純資産合計 3,618,96061.7 3,793,64750.8 3,893,61761.6

　　　負債・純資産合計 5,869,038100.0 7,474,016100.0 6,318,474100.0
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② 【中間連結損益計算書】

　

前中間連結会計期間

(自　平成18年８月1日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 1,043,466100.0 1,710,252100.0 3,126,244100.0

Ⅱ　売上原価 681,92065.4 837,35749.0 1,854,39259.3

　　　売上総利益 361,54534.6 872,89451.0 1,271,85240.7

Ⅲ　販売費及び

　　一般管理費
※1 502,41248.1 776,99645.4 1,043,23233.4

　　　営業利益又は

　　　営業損失(△)
△140,866△13.5 95,8975.6 228,6197.3

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 870 2,736 2,963

　２　受取配当金 1,641 988 6,154

　３　投資有価証券

　　　売却益
4,034 7,857 11,127

　４　人材紹介料 ─ ─ 7,142

　５　業務委託費返戻金 2,285 2,285 4,751

　６　保険解約返戻金 ─
 

5,439 ─

　７　雑収入 2,778 11,6111.1 3,908 23,2151.4 3,949 36,0881.2

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 1,199 6,339 2,379

　２　雑損失 718 1,9180.2 336 6,6760.4 1,262 3,6420.1

　　　経常利益又は

　　　経常損失(△)
△131,173△12.6 112,4376.6 261,0658.4
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前中間連結会計期間
(自　平成18年８月1日
 至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
 至　平成20年１月31日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書
(自　平成18年８月１日
 至　平成19年７月31日)

区分
注記

番号
金額(千円)

百分比

(％)
金額(千円)

百分比

(％)
金額(千円)

百分比

(％)

Ⅵ　特別利益

　１　貸倒引当金戻入益 2,675 2,830 4,076

　２　オフィス移転費用

　　　補填金　
2,000 ─ 2,000

　３　固定資産売却益 ─ 4,6750.4 514 3,3450.2 ─ 6,0760.2

Ⅶ　特別損失

　１　投資有価証券

　　　評価損
30,799 13,389 29,799

　２　投資有価証券

　　　売却損
50,000 ─ 50,000

　３　固定資産除却損 ※2 ─ 7,891 ─

　４　オフィス閉鎖損 ─ ─ 9,366

　５　オフィス移転費用 ─ 12,789 ─

　６　減損損失 ※3 4,516 ─ 4,516

　７　その他 1,635 86,9528.3 638 34,7092.0 8,813102,4963.3

　　　税金等調整前中間

　　　(当期)純利益又は

　　　純損失(△)

△213,449△20.5 81,0744.7 164,6455.3

　　　法人税、住民税

　　　及び事業税
43,597 46,807 95,816

　　　法人税等調整額 △161,482△117,884△11.3 46,05192,8585.4△152,845△57,029△1.8

　　　少数株主利益 40,7123.9 24,4921.4 121,7433.9

　　　中間(当期)純利益

　　　又は純損失(△)
△136,277△13.1 △36,276△2.1 99,9313.2
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③ 【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間(自　平成18年８月１日　至　平成19年１月31日)

 

株主資本
評価・換算
差額等 少数株主

持分
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

その他有価証券
評価差額金

平成18年７月31日残高（千円） 1,364,5171,640,117870,263 ― 3,874,899△4,516 93,577

中間連結会計期間中の変動額

　剰余金の配当　　(注) △107,740 △107,740

　持分法適用会社の減少に
　伴う利益剰余金の増加高

1,395 1,395

　中間純損失 △136,277 △136,277

　自己株式の取得 △146,767△146,767

　株主資本以外の項目の中間連結
　会計期間中の変動額(純額)

3,676 40,712

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

― ― △242,621△146,767△389,388 3,676 40,712

平成19年１月31日残高（千円） 1,364,5171,640,117627,642△146,7673,485,510 △840 134,289

　(注)  平成18年10月26日の定時株主総会における利益処分項目であります。

　

当中間連結会計期間(自　平成19年８月１日　至　平成20年１月31日)

         

株主資本
評価・換算
差額等

新株予約権
少数株主
持分

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他有価証
券評価差額金

平成19年７月31日残高（千円） 1,364,5171,640,117863,850△217,3523,651,133△5,507 ― 247,990

中間連結会計期間中の変動額

　剰余金の配当　 △105,672 △105,672

　中間純損失 △36,276 △36,276

　株主資本以外の項目の中間連　
　結会計期間中の変動額(純額)

△1,461 2,34741,092

中間連結会計期間中の変動額合計（千
円）

─ ─ △141,948 ─ △141,948△1,461 2,34741,092

平成20年１月31日残高（千円） 1,364,5171,640,117721,901△217,3523,509,184△6,968 2,347289,083
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前連結会計年度の要約連結株主資本等変動計算書(自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日)

  

株主資本
評価・換算
差額等 少数株主

持分
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

その他有価証券
評価差額金

平成18年７月31日残高（千円） 1,364,5171,640,117870,263 ― 3,874,899△4,516 93,577

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △107,740 △107,740

　当期純利益 99,931 99,931

　自己株式の取得 △217,352△217,352

　持分法適用会社の減少に
　伴う利益剰余金の増加高

1,395 1,395

　株主資本以外の項目の連結
　会計年度中の変動額(純額)

△990 154,412

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

― ― △6,413△217,352△223,765 △990 154,412

平成19年７月31日残高（千円） 1,364,5171,640,117863,850△217,3523,651,133△5,507 247,990
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④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

　

前中間連結会計期間

(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・
フロー計算書

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ　営業活動による

　　キャッシュ・フロー

　　　税金等調整前中間(当期)純利益

      又は中間純損失(△)
△213,449 81,074 164,645

　　　減価償却費 36,009 48,520 77,934

　　　のれん償却額 25,742 39,313 51,369

　　　減損損失 4,516 ― 4,516

　　　貸倒引当金の減少額(△) △2,928 △2,830 △4,329

　　　賞与引当金の増加額

　　　又は減少額(△)
1,983 △28,571 13,771

　　　受注損失引当金の増加額

　　　又は減少額(△)
41,720 11,830 △478

　　　受取利息及び受取配当金 △2,512 △3,724 △9,117

　　　支払利息 1,199 6,339 2,379

　  　投資有価証券売却益 △4,034 △7,857 △11,127

　　　投資有価証券売却損 50,000 ― 50,000

　　　固定資産除却損 337 7,891 1,927

　　　投資有価証券評価損 30,799 13,389 29,799

　　　売上債権の減少額 312,191 328,886 160,122

　　　たな卸資産の増加額(△) △338,077 △657,773 △363,799

　　　前渡金の増加額（△）

　　　又は減少額
△27,317 115,690 △26,534

　　　仕入債務の増加額

　　　又は減少額(△)
995 △26,644 25,841

　　　未収消費税等の増加額（△） △17,630 △3,654 △20,422

　　　未払消費税等の増加額

　　　又は減少額(△)
△39,424 4,244 △27,910

　　　前受金の増加額 472,723 475,813 453,999

　　　その他 22,102 23,988 111,505

 小計 354,945 425,925 684,095

　　　利息及び配当金の受取額 2,491 3,738 9,105

　　　利息の支払額 △1,199 △8,136 △2,379

　　　法人税額の支払額 △94,658 △84,998 △201,127

営業活動による

キャッシュ・フロー
261,578 336,529 489,693
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前中間連結会計期間

(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・
フロー計算書

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ　投資活動による

　　キャッシュ・フロー

　　　定期預金の預入れによる支出 ― △100,000 ―

　　　有形固定資産の取得による支出 △17,228 △40,598 △43,270

　　　有形固定資産の売却による収入 1,255 2,509 1,700

　　　無形固定資産の取得による支出 △24,223 △22,062 △38,480

　　　投資有価証券の取得による支出 △168,418 △27,484 △257,411

　　　投資有価証券の売却による収入 212,014 18,778 398,697

　　　連結の範囲の変更を伴う

　　　子会社株式の取得による

　　　支出（△）

― △738,489 △35,370

　　　貸付けによる支出 ― △1,109 △16,000

　　　貸付金の回収による収入 ― 739 16,000

　　　関係会社株式の取得による支出 △2,000 ― △7,100

　　　保険積立金の払戻による収入 ─ 17,632 ─

　　　その他 △1,540 △29,250 △14,622

投資活動による

キャッシュ・フロー
△140 △919,334 4,144

Ⅲ　財務活動による

　　キャッシュ・フロー

　　　短期借入れによる収入 ― 600,000 ―

　　　長期借入金の返済による支出 ― △25,578 ―

　　　子会社清算による少数株主への

　　　分配金
― ― △1,664

　　　自己株式の取得による支出 △147,289 ― △218,267

　　　配当金の支払額 △106,173 △103,998 △106,679

　　　少数株主への配当金の支払額 ─ △27,727 ─

　　　 財務活動による

　　　 キャッシュ・フロー
△253,463 442,696 △326,612

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額

　　又は減少額(△)
7,974 △140,107 167,225

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 2,513,191 2,680,416 2,513,191

Ⅵ　現金及び現金同等物の

　　中間期末(期末)残高 ※1
2,521,165 2,540,308 2,680,416
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　
前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

１　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数

　　　３社

　　連結子会社の名称

　　　株式会社日本臨床薬理研究所

　 　 株式会社ＳＯＧＯメディプラス

　　　株式会社ベルテール

１　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数

　　　６社

　　連結子会社の名称

　　　株式会社綜合臨床薬理研究所

　　　株式会社エビデンスセンター

　　  株式会社あすも臨床薬理研

　　　究所

　　　株式会社ベルテール

　　　ハイクリップス株式会社

　　　トライアルサポート株式会社

　　　上記のうち、株式会社綜合臨床薬理研究

所及び株式会社エビデンスセンターに

ついては、平成19年８月１日付で持株会

社体制への移行に伴って、新設分割した

ことにより新たに連結子会社に含めて

おります。また、トライアルサポート株

式会社については、当中間連結会計期間

において株式取得により新たに連結子

会社に含めております。

　　　なお、株式会社あすも臨床薬理研究所に

ついては、平成19年８月１日付で、株式

会社日本臨床薬理研究所より商号変更

しております。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

　　　株式会社アスモット

　（連結の範囲から除いた理由）

　　　株式会社アスモットについては、小規模

会社であり、合計の総資産、売上高、中間

純損益（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）等はいずれも

中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないため連結の範囲から除外し

ております。　　

１　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数

　　　３社

　　　連結子会社の名称

　　　株式会社日本臨床薬理研究所

　　　株式会社ベルテール

　　　ハイクリップス株式会社

　　　上記のうち、ハイクリップス株式会社に

ついては、当連結会計年度において株式

取得により新たに連結子会社に含めて

おります。

　また、前連結会計年度において連結子

会社でありました株式会社ＳＯＧＯメ

ディプラスについては、平成19年７月31

日付にて清算結了いたしましたが、清算

結了時までの損益計算書及びキャッ

シュ・フロー計算書については連結し

ております。

　

　

　

　

　

　

　　

　　

(2) 主要な非連結子会社の名称等

　　　株式会社アスモット

　（連結の範囲から除いた理由）

　　　株式会社アスモットについては、当連結

会計年度において新たに設立し子会社

となりましたが、小規模であり、合計の

総資産、売上高、当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等はいずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないため連結の

範囲から除外しております。　　　

前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)
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２　持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社の数

　　及び名称

　　　該当事項はありません。

　　　なお、前連結会計年度におい

　　て持分法適用会社であった、株

　　式会社東京健康管理センターに

　　ついては、重要性の低下により

　　当中間連結会計期間より持分法

　　の適用範囲から除外しておりま

　　す。

(2) 持分法非適用の関連会社の名称

　　株式会社東京健康管理センター

　　ＨＭＲ株式会社

　(理由)

　　中間純損益(持分に見合う額)及

　び利益剰余金(持分に見合う額)等

　からみて、持分法の対象から除い

　ても中間連結財務諸表に及ぼす影

　響が軽微であり、かつ全体として

　も重要性が無いために持分法の適

　用範囲から除外しております。

２　持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社の数

及び名称

　　　　　同左

　　　　　──────　

(2) 持分法非適用の非連結子会社

及び関連会社の名称

株式会社アスモット

株式会社東京健康管理センター

ＨＭＲ株式会社

　(理由)

　　　　　同左

２　持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社の数

及び名称

　　　　　同左

　　　なお、前連結会計年度において持分法適

用会社であった、株式会社東京健康管理

センターについては、重要性の低下によ

り当連結会計年度より持分法の適用範

囲から除外しております。

(2) 持分法非適用の非連結子会社

及び関連会社の名称

　　　　　同左

　(理由)

　　　当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等からみて、持分

法の対象から除いても連結財務諸表に

及ぼす影響が軽微であり、かつ全体とし

ても重要性が無いために持分法の適用

範囲から除外しております。

３　連結子会社の中間決算日等に関する事項

　

      全ての連結子会社の中間決算日は、中

間連結決算日と一致しております。

３　連結子会社の中間決算日等に関する事項

　　　連結子会社のうちハイクリップス株式会

社の中間決算日は12月31日、トライアル

サポート株式会社の中間決算日は９月

30日であります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、ハ

イクリップス株式会社につきましては

同中間決算日の財務諸表を使用してお

ります。また、トライアルサポート株式

会社につきましては、12月31日現在で実

施した仮決算に基づく財務諸表を使用

しております。ただし、中間連結決算日

との間に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。

３　連結子会社の決算日等に関する事項

　　　連結子会社のうちハイクリップス株式会

社の決算日は６月30日であります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、同

決算日の財務諸表を使用しております。

ただし、連結決算日との間に生じた重要

な取引については、連結上必要な調整を

行っております。

前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)
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４　会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び

評価方法

　①　有価証券

　　　満期保有目的の債券

　　　　定額法による償却原価法を

　採用しております。

　　　その他有価証券

　　　　時価のあるもの

　　　　　中間連結会計期間末日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定)を採用しております。

　　　　時価のないもの

　　　　　移動平均法による原価法を採用しておりま

す。

　②　たな卸資産

　　 商品

　　　 総平均法による原価法を採

　　 用しております。 

　　 仕掛品

　　　 個別法による原価法を採用

　　 しております。　　　

　　 貯蔵品

　　　 最終仕入原価法による原価

　　 法を採用しております。

４　会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び

評価方法

　①　有価証券

　　　　　──────　

　   　　

　　　その他有価証券

　　　　時価のあるもの

　   　　同左

　　　　時価のないもの

　   　　同左

　②　たな卸資産

　　 商品

　   　　同左

　　 

　　 仕掛品

　   　　同左

   

　　 貯蔵品

　   　　同左

４　会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び

評価方法

　①　有価証券

　　　満期保有目的の債券

　　　　定額法による償却原価法を

　採用しております。

　　　その他有価証券

　　　　時価のあるもの

　　　　　連結決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定)を採用しております。 

　　　　時価のないもの

　   　　同左

　②　たな卸資産

　　 商品

　   　　同左

　　　　

　　　仕掛品

　   　　同左

 

　　　貯蔵品

　   　　同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償

　　却の方法　

　①　有形固定資産

　　  定率法を採用しております。

　　　　ただし取得価額10万円以上20万円未満の

少額減価償却資産については、一括償却

資産として３年間で均等に償却する方

法を採用しております。

　　　　なお、主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。

建物 ３～18年

車両運搬具 ６年

工具器具備品 ４～20年

(2) 重要な減価償却資産の減価償

　　却の方法　

　①　有形固定資産

　   　　同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償

　　却の方法　

　①　有形固定資産

　   　　同左

前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

────── 　(追加情報) ──────
　１．　平成19年３月31日以前に取得
　　　したものについては、償却可能
　　　限度額まで償却が終了した翌年
　　　から５年間で均等償却する方法
　　　によっております。
　　　　なお、これによる当中間連結
　　　会計期間の損益に与える影響は
　　　軽微であります。
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　２．　平成19年度法人税法改正に伴
　　　い、平成19年４月１日以降に取
　　　得したものについては、前連結
　　　会計年度の下期において、改正
　　　後の償却方法に変更いたしまし
　　　た。そのため、前中間連結会計
　　　期間は改正前の方法によってお
　　　り、当中間連結会計期間と同一
　　　の方法を採用できる適用対象資
　　　産はありません。

　②　無形固定資産

　　  定額法を採用しております。

　　　　なお、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間(５年)に

基づく定額法を採用しております。

　②　無形固定資産

　   　　同左

　　　　　

　②　無形固定資産

　   　　同左

前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)
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(3) 重要な引当金の計上基準

　①　貸倒引当金

　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

　②　賞与引当金

　　　　従業員の賞与の支給に備えるため、支給見

込額のうち当中間連結会計期間の負担

額を計上しております。

　③　受注損失引当金

　　　　受注契約に係る将来の損失に備えるため、

当中間連結会計期間末における受注契

約に係る損失見込額を計上しておりま

す。

　④　退職給付引当金

　　　　一部の連結子会社では、従業員の退職給付

に備えるため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務の見込額に基づき、当中

間連結期間末において発生していると

認められる額を計上しております。な

お、退職給付債務の見込額は、簡便法(退

職給付に係る期末自己都合要支給額を

退職給付債務とする方法)により計算し

ております。

　　 (追加情報)

        当社は前払退職金制度を採用してお

り、退職時点の自己都合要支給額又は期

末時点の自己都合要支給額から前事業

年度末までの支給額を差し引いた額を

退職時又は期末に退職手当として支給

する制度であります。

　当該前払退職金制度のもと、従業員の

退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務の見込額に基

づき、当中間連結会計期間末において発

生していると認められる額を未払退職

給付債務費用(流動負債のその他)とし

て計上しております。

　なお、退職給付債務の見込額は、簡便法

(退職給付に係る期末自己都合要支給額

を退職給付債務とする方法)により計算

しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

　①　貸倒引当金

　   　　同左

　②　賞与引当金

　   　　同左

　③　受注損失引当金

　   　　同左

　④　退職給付引当金

　   　　同左

　　　　　

　   　　同左

(3) 重要な引当金の計上基準

　①　貸倒引当金

　   　　同左

　②　賞与引当金

　　　　従業員の賞与の支給に備えるため、支給見

込額のうち当連結会計年度の負担額を

計上しております。

　③　受注損失引当金

　　　　受注契約に係る将来の損失に備えるため、

当連結会計年度末における受注契約に

係る損失見込額を計上しております。

　④　退職給付引当金

　　　　一部の連結子会社では、従業員の退職給付

に備えるため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務の見込額に基づき計上

しております。なお、退職給付債務の見

込額は、簡便法(退職給付に係る期末自

己都合要支給額を退職給付債務とする

方法)により計算しております。

　　　

　　　　　──────　

前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

(4) 重要なリース取引の処理方法

　　　　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によっ

ております。

(4) 重要なリース取引の処理方法

　   　　同左

(4) 重要なリース取引の処理方法

　   　　同左
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(5) その他中間連結財務諸表作成の

　　ための重要な事項

　①　収益及び費用の計上基準

　　　売上高計上基準

　　　ＳＭＯ事業収入については、治験期間が

１年超で、かつ１治験実施施設あたりの

契約金額が5,000千円以上のＳＭＯ事業

については原則として進行基準を適用

し、それ以外のＳＭＯ事業については完

成基準を適用しております。ただし、連

結子会社においては、完成基準を適用し

ております。

　その他の事業収入については、完成基

準を適用しております。

(5) その他中間連結財務諸表作成の

　　ための重要な事項

　①　収益及び費用の計上基準　

　　　売上高計上基準

　　　ＳＭＯ事業収入及びその他の事業収入に

ついては、いずれも完成基準を適用して

おります。

(5) その他連結財務諸表作成のため

　　の重要な事項

　①　収益及び費用の計上基準

　　　売上高計上基準

　　　ＳＭＯ事業収入については、治験期間が

１年超で、かつ１治験実施施設あたりの

契約金額が5,000千円以上のＳＭＯ事業

については原則として進行基準を適用

し、それ以外のＳＭＯ事業については完

成基準を適用しております。ただし、連

結子会社においては、完成基準を適用し

ております。

　その他の事業収入については、完成基

準を適用しております。

　②　消費税等の会計処理

　　　消費税及び地方消費税の会計処理につい

ては、税抜方式によっております。

　②　消費税等の会計処理

　   　　同左

　②　消費税等の会計処理

　   　　同左

５　中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

　　　手許現金、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性

の高い、容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない短期的な投資であります。

５　中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

　   　　同左

５　連結キャッシュ・フロー計算書における

資金の範囲

　   　　同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

　
前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

（収益の計上基準の変更）

  当社のＳＭＯ事業収入の収益の計上

基準については、従来、原則として進行

基準によっておりましたが、当中間連結

会計期間より、１治験の契約期間が１年

超で、かつ１治験実施施設あたりの契約

金額が5,000千円以上のＳＭＯ事業につ

いては原則として進行基準を適用し、そ

れ以外のＳＭＯ事業については完成基

準を適用することに変更しております。

この変更は治験にかかる獲得症例数が

契約症例数を下回り当初の契約金額が

減額となる、いわゆるカットオフと呼ば

れる事象が近年増加傾向にあり、特に契

約期間が短くかつ契約金額が少額な案

件については利益の見積りに大きな影

響を及ぼすことになり、進行基準の適用

が適さない場合が増加する傾向にある

ことから、当中間連結会計期間より１治

験の契約期間が１年超で、かつ１治験実

施施設あたりの契約金額が5,000千円以

上のＳＭＯ事業については原則として

進行基準を適用し、それ以外のＳＭＯ事

業については完成基準を適用すること

に変更したものであります。

　この変更に伴い、従来の方法によった

場合に比べ、売上高が269,246千円及び

売上原価が180,178千円減少し、営業損

失、経常損失及び税金等調整前中間純損

失がそれぞれ89,068千円増加しており

ます。

（収益の計上基準の変更）

  当社（旧株式会社綜合臨床薬理研究

所）のＳＭＯ事業収入の収益の計上基

準については、従来、治験の契約期間が

１年超で、かつ１治験実施施設あたりの

契約金額が5,000千円以上のＳＭＯ事業

については原則として進行基準を適用

し、それ以外のＳＭＯ事業については完

成基準を適用し、また連結子会社におい

てはすべてのＳＭＯ事業について完成

基準を適用しておりましたが、当中間連

結会計期間より、すべてのＳＭＯ事業収

入について完成基準を適用することに

変更しております。

　この変更は、当社（旧株式会社綜合臨

床薬理研究所）が平成19年８月１日付

けで会社分割によりＳＭＯ事業及びエ

ビデンス事業を子会社へ承継させ、当社

（株式会社綜合臨床ホールディング

ス）は持株会社へ移行したため、企業集

団としてより適切に財政状態及び経営

成績を開示するという観点から、親会社

及び子会社が採用する会計処理の原則

及び手続きを統一し、すべてのＳＭＯ事

業について完成基準を適用することに

変更したものです。

　この変更に伴い、従来の方法によった

場合に比べ、売上高が620,390千円及び

売上原価が439,919千円減少し、営業利

益、経常利益及び税金等調整前中間純利

益がそれぞれ180,470千円減少しており

ます。

（収益の計上基準の変更）

  当社のＳＭＯ事業収入の収益の計上

基準については、従来、原則として進行

基準によっておりましたが、当連結会計

年度より、１治験の契約期間が１年超

で、かつ１治験実施施設あたりの契約金

額が5,000千円以上のＳＭＯ事業につい

ては原則として進行基準を適用し、それ

以外のＳＭＯ事業については完成基準

を適用することに変更しております。こ

の変更は治験にかかる獲得症例数が契

約症例数を下回り当初の契約金額が減

額となる、いわゆるカットオフと呼ばれ

る事象が近年増加傾向にあり、特に契約

期間が短くかつ契約金額が少額な案件

については利益の見積りに大きな影響

を及ぼすことになり、進行基準の適用が

適さない場合が増加する傾向にあるこ

とから、当連結会計年度より１治験の契

約期間が１年超で、かつ１治験実施施設

あたりの契約金額が5,000千円以上のＳ

ＭＯ事業については原則として進行基

準を適用し、それ以外のＳＭＯ事業につ

いては完成基準を適用することに変更

したものであります。

　この変更に伴い、従来の方法によった

場合に比べ、売上高が354,686千円及び

売上原価が236,275千円減少し、営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純利

益がそれぞれ118,410千円減少しており

ます。

　　　　　──────　 　　　　　──────　 （減価償却方法の変更）

  平成19年度法人税法改正に伴い、平成

19年４月１日以降に取得した有形固定

資産については改正後の償却方法によ

り減価償却費を計上しております。

　なお、これにより当連結会計年度の損

益に与える影響は軽微であります。
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表示方法の変更

　
前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

（中間連結貸借対照表）

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」と

して掲記されていたものは、当中間連結会計期間から

「のれん」と表示しております。

　　　　　　　　　──────　

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　１．前中間連結会計期間において、「連結調整勘定

　　償却額」として掲記されていたものは、当中間連

　　結会計期間から「のれん償却額」と表示しており

　　ます。

　２．前中間連結会計期間において営業活動によるキ

　　ャッシュ・フローの「引当金の減少額」について

    は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計

    期間より「貸倒引当金の減少額」(前中間連結会計

    期間1,762千円）「賞与引当金の増加額」(前中間

　　連結会計期間△17,391千円)「受注損失引当金の増

　　加額」(前中間連結会計期間△31,328千円)として

　　区分掲記しております。

　　　なお、「退職給付引当金の増加額」(前中間連結

　　会計期間5,770千円、当中間連結会計期間155千円)

　　については、当中間連結会計期間において営業活

　　動によるキャッシュ・フローの「その他」に含め

　　て表示しております。

　　　　　　　　　──────　
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注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

　
前中間連結会計期間末
(平成19年１月31日)

当中間連結会計期間末
(平成20年１月31日)

前連結会計年度末
(平成19年７月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累

　計額

　153,663千円
     

※１　有形固定資産の減価償却累

　計額

214,225千円

※１　有形固定資産の減価償却累

　計額

205,759千円

※２　消費税等の取扱い

　　　仮払消費税等及び仮受消費税等

　　　は相殺のうえ、流動資産の「そ

　　　の他」又は流動負債の「その　

　　　他」に含めて表示しておりま

　　　す。

※２　消費税等の取扱い

　　　　　同左

※２　──────　　　　

※３　運転資金の効率的な調達を行うため、

取引銀行１行と当座貸越契約を締結し

ております。当該契約に基づく当中間

連結会計期間末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

当座貸越限度額 150,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 150,000千円

※３　運転資金の効率的な調達を行うため、

取引銀行２行と当座貸越契約を締結し

ております。当該契約に基づく当中間

連結会計期間末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

当座貸越限度額 1,000,000千円

借入実行残高 600,000千円

差引額 400,000千円

　

※３　運転資金の効率的な調達を行うため、

取引銀行１行と当座貸越契約を締結し

ております。当該契約に基づく当連結

会計年度末の借入未実行残高は次のと

おりであります。

当座貸越限度額 150,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 150,000千円
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(中間連結損益計算書関係)

　
前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

※１　販売費及び一般管理費の主　

　要な費目及び金額は次のと

　おりであります。

　役員報酬 84,281千円

　給料・賞与 184,487千円

　賞与引当金
　繰入額

11,272千円

　退職給付費用 2,639千円

　

※２　　　──────　　　

　　

　

　　　

※３　減損損失　　　

　　　当社は、平成19年３月９日

開催の取締役会において、連

結子会社である株式会社ＳＯ

ＧＯメディプラスの解散を決

議しました。これに伴い当該

会社を単位とする資産グルー

プにかかる「のれん」の回収

可能性はないものとして、そ

の帳簿残高を全額減損し、減

損損失（4,516千円）として

特別損失に計上しました。

　当社及び当社子会社の、減

損の対象となる資産のグルー

ピングに関しては、規模等を

鑑み会社単位を基準としてグ

ループ化しております。　　

※１　販売費及び一般管理費の主　

　要な費目及び金額は次のと

　おりであります。

　役員報酬 137,165千円

　給料・賞与 202,729千円

　賞与引当金
　繰入額

14,474千円

　退職給付費用 4,378千円

　

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおり

であります。　　　

　建物附属設備 2,280千円

　工具器具備品 2,065千円

　ソフトウェア 3,544千円

　　　合計 7,891千円

※３　　　──────　　　

　　　

※１　販売費及び一般管理費の主

　要な費目及び金額は次のと

　おりであります。

　役員報酬 161,639千円

　給料・賞与 385,320千円

　賞与引当金
　繰入額

11,210千円

　退職給付費用 6,693千円

※２　　　──────　　　

　　　

※３　減損損失

　　　当社は、平成19年３月９日

開催の取締役会において、連

結子会社である株式会社ＳＯ

ＧＯメディプラスの解散を決

議しました。これに伴い当該

会社を単位とする資産グルー

プにかかる「のれん」の回収

可能性はないものとして、そ

の帳簿残高を全額減損し、減

損損失（4,516千円）として

特別損失に計上しました。

　当社及び当社子会社の、減

損の対象となる資産のグルー

ピングに関しては、規模等を

鑑み会社単位を基準としてグ

ループ化しております。

　

EDINET提出書類

株式会社綜合臨床ホールディングス(E05394)

半期報告書

38/79



(中間連結株主資本等変動計算書関係)

前中間連結会計期間(自　平成18年８月１日　至　平成19年１月31日)

 １　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 　　(単位：株)

種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

発行済株式

　普通株式 107,740 ─ ─ 107,740

　合計 107,740 ─ ─ 107,740

自己株式

　普通株式(注) ─ 1,200 ─ 1,200

　合計 ─ 1,200 ─ 1,200

　
(注)　自己株式の株式数の増加1,200株は、機動的な資本政策を遂行するために、平成18年９月15日開催の

　　　取締役会決議に基づき取得したものであります。
　

   

２　新株予約権等に関する事項

区分 内訳 当中間連結会計期間末残高(千円)

提出会社 ストック・オプションとしての新株予約権 ─

(注)　上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。

　

３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円）

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成18年10月26日
　定時株主総会

普通株式 107,740 1,000平成18年７月31日 平成18年10月27日

　

　(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間

後となるもの

　　　  該当事項はありません。

　

当中間連結会計期間(自　平成19年８月１日　至　平成20年１月31日)

 １　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 　　(単位：株)

種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

発行済株式

　普通株式 107,740 ─ ─ 107,740

　合計 107,740 ─ ─ 107,740

自己株式

　普通株式 2,068 ─ ─ 2,068

　合計 2,068 ─ ─ 2,068
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２　新株予約権等に関する事項

区分 内訳 当中間連結会計期間末残高(千円)

提出会社 ストック・オプションとしての新株予約権 2,347

　

３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成19年10月25日
　定時株主総会

普通株式 105,672 1,000平成19年７月31日 平成19年10月26日

　

　(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間

後となるもの

　　　  該当事項はありません。

　

前連結会計年度(自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日)

 １　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 　　(単位：株)

種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

発行済株式

　普通株式 107,740 ─ ─ 107,740

　合計 107,740 ─ ─ 107,740

自己株式

　普通株式(注) ─ 2,068 ─ 2,068

　合計 ─ 2,068 ─ 2,068

(注)　自己株式の株式数の増加2,068株は、機動的な資本政策を遂行するために、平成18年９月15日及び

　　　平成19年３月９日開催の取締役会決議に基づき取得したものであります。

　

 ２　新株予約権等に関する事項 　　　　　

　　　  該当事項はありません。

　

３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成18年10月26日
　定時株主総会

普通株式 107,740 1,000平成18年７月31日 平成18年10月27日

　

　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となる

もの

　　　　　平成19年10月25日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年10月25日
　定時株主総会

普通株式 利益剰余金 105,672千円 1,000円 平成19年７月31日 平成19年10月26日
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

※１　現金及び現金同等物の中間

　期末残高と中間連結貸借対

　照表に掲記されている科目

　の金額との関係

　　　

現金及び預金勘定 2,483,472千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△12,273千円

取得日から償還日ま
での期間が３ヶ月以
内の有価証券

49,966千円

現金及び
現金同等物

2,521,165千円

※１　現金及び現金同等物の中間

　期末残高と中間連結貸借対

　照表に掲記されている科目

　の金額との関係

　　　

現金及び預金勘定 2,652,589千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△112,281千円

取得日から償還日ま
での期間が３ヶ月以
内の有価証券

　─千円

現金及び
現金同等物

2,540,308千円

※１　現金及び現金同等物の期末

　残高と連結貸借対照表に掲

　記されている科目の金額と

　の関係

　　　

現金及び預金勘定 2,692,697千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△12,281千円

取得日から償還日ま
での期間が３ヶ月以
内の有価証券

─千円

現金及び
現金同等物

2,680,416千円
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(リース取引関係)

　
前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス

・リース取引

１　リース物件の取得価額相当
　額、減価償却累計額相当額
　及び中間期末残高相当額

(単位：千円)

取得価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

中間期末
残高相当
額

有形固定
資産
「工具器
具備品」

18,03611,8996,136

無形固定
資産
「ソフト
ウェア」

1,163 988 174

合計 19,19912,8886,311

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料中間期

末残高が未経過リース料中間期末残高及び

有形固定資産等の中間期末残高に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算定し

ております。

    

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス

・リース取引

１　リース物件の取得価額相当
　額、減価償却累計額相当額
　及び中間期末残高相当額

(単位：千円)

取得価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

中間期末
残高相当
額

有形固定
資産
「車両
運搬具」

6,409 450 5,958

有形固定
資産
「工具器
具備品」

21,61914,2917,328

合計 28,02914,74113,287

(注)　　同左

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス

・リース取引

１　リース物件の取得価額相当
　額、減価償却累計額相当額
　及び期末残高相当額

(単位：千円)

取得価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

期末残高
相当額

有形固定
資産
「その他」

14,37010,953 3,416

無形固定
資産
「その他」

1,1631,105 58

合計 15,53312,0583,474

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残

高が未経過リース料期末残高及び有形固定

資産等の期末残高に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。

２　未経過リース料中間期末残高
　相当額

１年内 　3,374千円

１年超 　3,040千円

  合計 　6,415千円

　(注) 未経過リース料中間期末残高相当額は、未経

過リース料中間期末残高が未経過リース料

中間期末残高及び有形固定資産等の中間期

末残高に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。

    

２　未経過リース料中間期末残高
　相当額

１年内 4,311千円

１年超 9,079千円

  合計 13,390千円

　(注) 　同左

２　未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,710千円

１年超 1,868千円

  合計 3,578千円

　(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が未経過リース料期末残

高及び有形固定資産等の期末残高に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定

しております。

３　支払リース料及び減価償却費
　相当額

支払リース料 　2,013千円

減価償却費
相当額

　2,013千円

   

３　支払リース料及び減価償却費
　相当額

支払リース料 3,203千円

減価償却費
相当額

3,203千円

３　支払リース料及び減価償却費
　相当額

支払リース料 3,199千円

減価償却費
相当額

3,199千円

４　減価償却費相当額の算定方法

　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

４　減価償却費相当額の算定方法

　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零（残価保証額の取り決めがある場合

は当該残価保証額）とする定額法に

よっております。

４　減価償却費相当額の算定方法

　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。
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(有価証券関係)

　前中間連結会計期間末(平成19年１月31日)

   １　満期保有目的の債券で時価のあるもの 　　　　　(単位：千円)

種類
中間連結貸借対照表

計上額
時価 差額

政府短期証券 49,966 49,966 ─

　　　　　

   ２　その他有価証券で時価のあるもの 　　　　　(単位：千円)

種類 取得原価
中間連結貸借対照表

計上額
差額

株式

債券

その他

　投資信託

11,197

11,057

　　

132,388

9,955

12,551

　　

130,718

△1,241

1,494

　　

△1,669

合計 154,642 153,225 △1,417

　　　　　　

   ３　時価評価されていない主な有価証券 　　　　　(単位：千円)

内容 中間連結貸借対照表計上額

その他有価証券

非上場株式

0

　関係会社株式 7,000

　合計 7,000

　　   (注)　当中間連結会計期間において、その他の有価証券で時価のない株式について30,799千円減損処理を行っ

　　　　　　 ております。

　　　　　

　当中間連結会計期間末(平成20年１月31日)

   １　その他有価証券で時価のあるもの 　　　　　(単位：千円)

種類 取得原価
中間連結貸借対照表

計上額
差額

株式

債券

その他

　投資信託

30,698

4,753

　　

75,487

22,363

4,380

　　

67,718

△8,334

△372

　　

△7,769

合計 110,938 94,462 △16,476

　　   (注)　１　表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価額であります。

　　　　　　 ２　その他有価証券で時価のあるものの減損処理については、当中間連結会計期間において投資有価証

　　　　　　　　 券評価損13,389千円を計上しております。

　　　

   ２　時価評価されていない主な有価証券 　　　　　(単位：千円)

内容 中間連結貸借対照表計上額

その他有価証券

非上場株式

185

　関係会社株式 12,100

　合計 12,285
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　前連結会計年度末(平成19年７月31日)

   １　その他有価証券で時価のあるもの 　　　　　(単位：千円)

種類 取得原価
連結貸借対照表

計上額
差額

株式

債券

その他

　投資信託

2,350

11,057

　　

100,604

1,777

12,133

　　

90,814

△572

1,076

　　

△9,790

合計 114,011 104,724 △9,286

　　　

   ２　時価評価されていない主な有価証券 　　　　　(単位：千円)

内容 連結貸借対照表計上額

その他有価証券

非上場株式

0

　関係会社株式 12,100

　合計 12,100

　　   (注)　当連結会計年度末において、その他有価証券で時価のない株式について29,799千円減損処理を行っ

　　　　　　 ております。

　

　

前へ
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(デリバティブ取引関係)

　前中間連結会計期間(自　平成18年８月１日　至　平成19年１月31日)

　　当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

　当中間連結会計期間(自　平成19年８月１日　至　平成20年１月31日)

　　当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

　前連結会計年度(自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日)

　　当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

　前中間連結会計期間(自 平成18年８月１日　至 平成19年１月31日)

　　該当事項はありません。

　

　当中間連結会計期間(自 平成19年８月１日　至 平成20年１月31日)

　 １　当該中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費の株式報酬費用 2,347千円

　

　 ２　当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

会社名 提出会社

名称 第４回新株予約権

　　

　　

付与対象者の区分及び

人数

　当社取締役　　５名

　当社従業員　　15名

　当社子会社の

　取締役　　　　６名

　当社子会社の

　従業員　　　　13名

 

ストック・オプションの

数 (注)１

普通株式

1,500 株

付与日 平成19年12月17日

権利確定条件 (注)２

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 平成21年12月17日から

平成24年12月16日まで

権利行使価格 63,105 円

付与日における公正な評価単価 18,777 円

　　   (注)  １　株式数に換算して記載しております。

　　　　　　 ２　新株予約権発行時において当社及び当社子会社の取締役及び従業員であった者は、権利行使時にお

　　　　　　　　 いても、当社及び当社子会社の取締役及び従業員であることを要します。ただし、任期満了による

　　　　　　　　 退任、会社都合による退職、その他当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではありません。
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　前連結会計年度(自 平成18年８月１日　至 平成19年７月31日)

　 １　ストック・オプションの内容

会社名 提出会社

名称 第３回新株予約権

　　

　　

付与対象者の区分及び人数

　当社取締役　　７名

　当社監査役　　３名

　当社従業員　　27名

　当社完全子会社以外の子

　会社の取締役　１名

　社外協力者　　13名

ストック・オプションの数　

(注)１

普通株式

992 株

付与日 平成17年12月22日

権利確定条件 (注)２

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 平成18年11月１日から

平成23年10月31日まで

権利行使価格 282,293 円

付与日における公正な評価単価  　　　　──────

　　   (注)  １　付与後に実施された株式分割を考慮した上で、株式数に換算して記載しております。

　　　　　　 ２　新株予約権発行時において当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員であった者は、権利行

　　　　　　　　 使時においても、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員であることを要します。ただ

　　　　　　　　 し、任期満了による退任、会社都合による退職、その他当社取締役会の承認を得た場合はこの限り

　　　　　　　　 ではありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自　平成18年８月１日　至　平成19年１月31日)

ＳＭＯ事業 その他事業 計 消去又は全社 合計

　売上高

　(1)外部顧客に対する売上高 1,022 21 1,043 ― 1,043

　(2)セグメント間の内部売上
　　 高又は振替高

─ ― ― ― ―

計 1,022 21 1,043 ― 1,043

　営業費用 910 45 956 228 1,184

　営業利益又は営業損失(△) 111 △ 24 87 △ 228 △ 140

　　(注)　１　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

　　　　　２　各区分の事業内容

　　　　　　(1)　ＳＭＯ事業

　　　　　　　治験コーディネーター業務、治験審査委員会事務局業務、治験事務局業務および臨床

　　　　　　　試験に関する一切の業務。

　　　　　　(2)　その他の事業

　　　　　　　　健康食品(特定保健用食品を含む。)の開発支援業務および健康食品の販売業務。

　　　　  ３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（228百万円)の主な

              ものは、親会社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

当中間連結会計期間(自　平成19年８月１日　至　平成20年１月31日)

　　　 全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計に占めるＳＭＯ事業の割合がいずれも

　　 90%を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

前連結会計年度(自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日)

　　　 全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計及び資産の合計に占めるＳＭＯ事業の割合

     がいずれも90%を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　

　

【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自　平成18年８月１日　至　平成19年１月31日)

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間(自　平成19年８月１日　至　平成20年１月31日)

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度(自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日)

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

　

　

【海外売上高】

前中間連結会計期間(自　平成18年８月１日　至　平成19年１月31日)

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間(自　平成19年８月１日　至　平成20年１月31日)

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度(自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日)

　海外売上高がないため、該当事項はありません。
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(企業結合等関係)

　前中間連結会計期間(自 平成18年８月１日　至 平成19年１月31日)

　　該当事項はありません。

　

　当中間連結会計期間(自 平成19年８月１日　至 平成20年１月31日)

　　会社分割による持株会社体制への移行

　　（ＳＭＯ事業に関する会社分割）

　１　結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後

　　企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要

　　①　結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容

　　　　株式会社綜合臨床ホールディングス　：　ＳＭＯ事業

　　②　企業結合の法的形式

　　　　当社を分割会社とし、株式会社綜合臨床薬理研究所を継承会社とする新設分割

　　③　結合後企業の名称

　　　　株式会社綜合臨床薬理研究所

　　④　取引の目的を含む取引の概要

　　　　　持株会社体制に移行するため、平成19年８月１日付で当社のＳＭＯ事業に属する資産、

　　　　債務、雇用契約その他の権利義務を株式会社綜合臨床薬理研究所に継承させました。

　２　実施した会計処理の概要

　　　「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計基

　　準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会　最終改正平成18年12月

　　22日　企業会計基準適用指針第10号）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行ってお

　　ります。

　３　子会社株式の追加取得に関する事項

　　該当事項はありません。　

　　（エビデンス事業に関する会社分割）

　１　結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後

　　企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要

　　①　結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容

　　　　株式会社綜合臨床ホールディングス　：　エビデンス事業

　　②　企業結合の法的形式

　　　　当社を分割会社とし、株式会社エビデンスセンターを継承会社とする新設分割

　　③　結合後企業の名称

　　　　株式会社エビデンスセンター

　　④　取引の目的を含む取引の概要

　　　　　持株会社体制に移行するため、平成19年８月１日付で当社のエビデンス事業に属する資

　　　　産、債務、雇用契約その他の権利義務を株式会社エビデンスセンターに継承させました。

　２　実施した会計処理の概要

　　　「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計基

　　準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会　最終改正平成18年12月

　　22日　企業会計基準適用指針第10号）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行ってお

　　ります。
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　３　子会社株式の追加取得に関する事項

　　該当事項はありません。　

　　（株式取得によるトライアルサポート株式会社の子会社化）

　１　被取得企業の名称及びその事業内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の

　　法的形式、取得した議決権比率

　　①　被取得企業の名称及びその事業内容

　　　　トライアルサポート株式会社　：　ＳＭＯ事業

　　②　企業結合を行った主な理由

　　　　　同社は、四国で初めてのＳＭＯ会社であり、主に四国地方を中心に50病院、５年間で100

　　　　プロトコールを上回る実績を有し、また信頼性も厚いことから、従前より当社が掲げてき

　　　　たＳＭＯ会社のグループ化戦略上の一員として相応しい会社であると認識しております。

　　　　　当社グループの四国地方における事業拠点を新たに確保できるほか、事業の効率化や受

　　　　託領域の拡大、業界内シェアの拡大、利益の拡大に貢献するものと期待しております。

　　③　企業結合日

　　　　平成19年８月31日

　　④　企業結合の法的形式

　　　　株式取得

　　⑤　取得した議決権比率

　　　　80.0％

　２　中間連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

　　　平成19年９月１日から平成19年12月31日まで

　３　被取得企業の取得原価及びその内訳

　　　①　被取得企業の取得原価　　　　　964,000千円

　　　②　取得原価の内訳

　　　　　取得した株式の対価　　　　　　960,000千円

　　　　　株式取得に直接要した支出額　　　4,000千円

　　　　　全て現金による取得であります。

　４　発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

　　　①　のれんの金額　　　　　　　　　786,132千円

　　　②　発生原因

　　　　　　企業結合時の時価純資産が取得価額を下回っていたため、その差額をのれんとして認

　　　　　識しております。

　　　③　償却方法及び償却期間

　　　　　　20年で均等償却

　５　企業結合日に受入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

　　　①　資産の額

　流動資産 357,248千円

　固定資産 40,215千円

　資産合計 397,464千円

　　　②　負債の額

　流動負債 175,130千円

　負債合計 175,130千円

　

　６　企業結合が当期首に完了したと仮定した場合の当中間連結会計期間の中間連結損益計算書に
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　　及ぼす影響の概算額

　売上高 1,782,889千円

　営業利益 769,776千円

　経常利益 105,080千円

　中間純損失 48,199千円

　　　概算額は、当中間連結会計期間の売上高及び損益に、トライアルサポート株式会社の平成19

　　年7月１日から平成19年８月31日までの売上高及び損益を加算し、企業結合時に認識されたのれ

　　んが当期首に発生したものとし、償却額を算出しております。

　　　なお、当該概算額の注記は、監査証明を受けておりません。

　

　前連結会計年度(自 平成18年８月１日　至 平成19年７月31日)

　　重要性が乏しいため記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

　
前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

１株当たり純資産額 32,707円62銭 １株当たり純資産額 33,142円33銭 １株当たり純資産額 34,499円46銭

１株当たり中間純損失 1,274円94銭 １株当たり中間純損失 343円29銭 １株当たり当期純利益 938円92銭

　　
　なお、潜在株式調整後１株当たり中間
純利益金額については、潜在株式が存
在するものの１株当たり中間純損失で
あるため記載しておりません。

　　
　　　同左

　　
　なお、潜在株式調整後１株当たり当期
純利益金額については、希薄化効果を
有している潜在株式が存在しないため
記載しておりません。　　　　　

　　　

(注)　１株当たり当期純利益及び中間純損失の算定上の基礎は以下のとおりであります。

項目
前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

１株当たり当期純利益又は中間
純損失金額
　(1)当期純利益又は中間純
 　損失(△)　　　(千円)

△136,277 △36,276 99,931

　(2)普通株主に帰属しない
　 金額 　　 　　(千円)

― ― ―

　(3)普通株式に係る当期純
　 利益又は中間純損失
 　(△)　　　　　(千円)

△136,277 △36,276 99,931

　(4)普通株式の期中平均株
　 式数　　　　　　(株)

106,889 105,672 106,432

希薄化効果を有しないため、潜
在株式調整後１株当たり中間
(当期)純利益の算定に含まれな
かった潜在株式の概要

平成13年改正旧商法第280条
ノ20及び平成13年改正旧商
法第280条ノ21の規定に基づ
く新株予約権
　株主総会の決議年月日
　　平成17年10月27日
　新株予約権の数
　　946個
　(平成19年１月末現在)
　新株予約権の目的とな
　る株式の種類及び数
　　普通株式　946株
　(平成19年１月末現在)

平成13年改正旧商法第280条
ノ20及び平成13年改正旧商
法第280条ノ21の規定に基づ
く新株予約権
　株主総会の決議年月日
　　平成17年10月27日
　新株予約権の数
　　930個
　(平成20年１月末現在)
　新株予約権の目的とな
　る株式の種類及び数
　　普通株式　930株
　(平成20年１月末現在)
会社法第236条、会社法第238
条及び会社法第239条の規定
に基づく新株予約権
　株主総会の決議年月日
　　平成19年10月25日
　新株予約権の数
　　1,500個
　(平成20年１月末現在)
　新株予約権の目的とな
　る株式の種類及び数
　　普通株式　1,500株
　(平成20年１月末現在)

平成13年改正旧商法第280条
ノ20及び平成13年改正旧商
法第280条ノ21の規定に基づ
く新株予約権
　株主総会の決議年月日
　　平成17年10月27日
　新株予約権の数
　　930個
　(平成19年７月末現在)
　新株予約権の目的とな
　る株式の種類及び数
　　普通株式　930株
　(平成19年７月末現在)
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(重要な後発事象)
　

前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

１　子会社の解散

　　当社は、平成19年３月９日開催

　の取締役会において、連結子会社

　である株式会社ＳＯＧＯメディプ

　ラスが業績不振であることを理由

  として同社への短期貸付金の元利

  金18,234千円の債権放棄および同

  社の解散を決議しました。

解散する子会社の概要

　①　商号：株式会社ＳＯＧＯメデ

　　　ィプラス

　②　本店所在地：東京都新宿区四

　　　谷二丁目13番3号

　③　代表者：

　　　　代表取締役　桐畑 博史

　④　設立年月日：

　　　　平成17年11月１日

　⑤　資本金：6

１　株式追加取得による完全子会社

　　化

　　当社は、平成20年２月７日の取

　締役会決議に基づいて、連結子会

　社であるトライアルサポート株式

　会社の発行済株式の20％を追加取

　得することにより、同社を完全子

　会社化いたしました。

（１）被取得企業の名称

　　　トライアルサポート株式会社

（２）事業の内容

　　　ＳＭＯ事業

（３）企業結合を行った理由

　　　当社グループの四国地方にお

　　ける確固たる事業拠点として、

　　更なる事業の効率化や受託領域

　　の拡大、業界内シェアの拡大、　

　　利益の拡大を図るためでありま

　　す。

（４）企業結合日

　　　平成20年２月22日

（５）実施する会計処理の概要

　  「企業結合に係る会計基準　三

　　企業結合に係る会計基準 ４ 

　　共通支配下の取引等の会計処理

　　（２）少数株主との取引」に規

　　定する個別財務諸表上及び連結

　　財務諸表上の会計処理を適用い

　　たします。

（６）企業結合の法的形式

　　　株式取得

      なお、一部の株式は、平成20

　　年２月22日付で株式交換により

　　取得しております。

（７）取得した議決権比率

　　　20％（取得後の議決権比率は

　　100％）

１　会社分割

　　当社は、平成19年５月17日開催

　の取締役会決議に基づいて、平成

　19年８月１日付で会社分割により

　持株会社体制に移行するとともに

　商号変更を実施し、株式会社綜合

　臨床ホールディングスとして新た

　に発足しました。

　　また、本店所在地につきまして

　も、本社機能の強化と業務の一層

　の効率化を図るため「東京都八王

　子市横山町25番６号」から「東京

　都渋谷区代々木四丁目29番４号」

　へ変更いたしました。

（１）会社分割の目的

　　　高齢化社会による医療ニーズ

　　の増大、新薬開発に関する技術

　　革新、規制緩和による新規参入

　　企業の増加、事業再編の加速化

　　等、企業をとりまく環境は大き

　　く変化しております。

　　　ＳＭＯ業界におきましては、

　　研究開発費の伸びに支えられた

　　マーケットは依然として拡大し

　　ているものの、薬剤費抑制策や

　　新薬開発競争などにより、コス

　　トダウンとスピードアップを追

　　及した企業間の競争は激化して

　　おり、これまで以上に経営環境

　　の変化に応じたより柔軟性のあ

　　るスピーディーなマネジメント

　　が求められております。加えて

　　年々増大する研究開発費を捻出

　　するため、またＳＭＯ業界にお

　　ける当社グループの市場占有率

　　を高めるためにも、組織再編に

　　よる事業規模の拡大が必要とな

　　ってまいりました。

前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

２　自己株式の取得

　　当社は、平成19年３月９日開催

　の取締役会において、会社法第16

　5条第３項の規定により読み替え

　て適用される同法第156条の規定　

　に基づき、下記のとおり自己株式

　の取得を決議しました。

（８）中間連結財務諸表に含まれ

　　　ている被取得企業の業績の

　　　期間

　　　平成19年９月１日から平成

　　19年12月31日まで

　　　このような環境の中、当社グ

　　ループは、競争力及び効率性を

　　一層強め、企業価値の最大化を

　　図るために、下記の四点を主な

　　目的として、持株会社体制に移

　　行することが適切であると判断

　　いたしました。
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(1) 自己株式の取得に関する取締役

  　会の決議内容

　①　取得の目的

    　　機動的な資本政策を遂行す

　　　　るため　

　②　取得する株式の種類及び総数

　　　　普通株式　2,000株(上限)

　③　取得価額の総額

　　　　200,000千円(上限)

（９）被取得企業の取得原価及び

　　　その内訳

　　　取得原価　　 207,532千円

　　　内訳

　　　　現金　　　 122,000千円

　　　　自己株式

　　　　(当社の普通株式)

　　　　　　　　　　85,532千円

　　①　グループ戦略マネジメント

　　　　の強化

　　　　経営環境の変化に迅速に対

　　　　応するため、持株会社はグ

　　　　ループ戦略のマネジメント

　　　　に特化し、事業の多角化へ

　　　　の対応などグループ価値の

　　　　最適化、最大化を図ってま

　　　　いります。

　④　取得の方法

    　　東京証券取引所の市場価格

　　　　による取得

　⑤　取得期間

　　　　平成19年３月12日～

　　　　　　　平成19年５月11日

（10）株式の種類別の交換比率及

　　　びその算定方法並びに交換

　　　株式数及びその評価額

　　　①　普通株式　株式会社綜合

　　　　臨床ホールディングス

　　　　0.028　：　トライアルサ

　　　　ポート株式会社　1

　　　②　交換比率の算定方法

　　　　　2007年11月１日から2008

　　　　年１月31日までの各日にお

　　　　ける東京証券取引所マザー

　　　　ズの売買立会における終値

　　　　の平均値を参考にして、両

　　　　者間において株式交換比率

　　　　の協議を行い決定いたしま

　　　　した。

　　　③　株式交換数及びその評価

　　　　　額

　　　　　2,068株　　85,532千円

（11）発生したのれんの金額、発生

　　　原因、償却方法及び償却期間

　　　①　のれんの発生が見込まれ

　　　　ますが、その金額につきま

　　　　しては、現時点では未確定

　　　　です。

　　　②　償却方法及び償却期間

　　　　　20年で均等償却　

　　②　ＳＭＯ事業の強化

　　　　地域密着型のＳＭＯをグル

　　　　ープへ取り込むべくＭ＆Ａ

　　　　を推進しやすい体制を構築

　　　　し、当社グループにおける

　　　　ＳＭＯ事業の更なる強化を

　　　　目指します。

　　③　グループガバナンスの充実

　　　　グループ全体の健全性・透

　　　　明性確保のため、コーポレ

　　　　ートガバナンス体制を一層

　　　　強化し、内部統制システム

　　　　及びグループコンプライア

　　　　ンス体制の確立を目指しま

　　　　す。

　　④　資源配分の適正化

　　　　持株会

前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)
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３　持株会社体制への移行

　　当社は、平成19年３月９日開催

　の取締役会において、競争力およ

　び効率性をより一層高め企業価値

　の最大化を図るために、当社の

　「ＳＭＯ事業」および「健康食品

　の開発支援業務および販売業務等

　のエビデンス事業」を、会社分割

　の方式で分社化することにより、

　平成19年８月１日を目処に持株会

　社体制へ移行する旨の基本方針を

　決議しました。

　　持株会社体制へ移行する主な目

　的は以下のとおりであります。

　①グループ戦略マネジメントの強

　　化

　　経営環境の変化に迅速に対応す

　るため、グループ戦略のマネジメ

　ントに特化し事業の多角化への対

　応などグループ価値の最適化、最

　大化を図る。

　②ＳＭＯ事業の強化

　　地域密着型ＳＭＯをグループへ

　取り込むべくＭ＆Ａを推進しやす

　い体制を構築し、当社グループに

　おけるＳＭＯ事業の更なる強化を

　図る。

　③グループガバナンスの充実

　　グループ全体の健全性・透明性

　確保のため、コーポレートガバナ

　ンス体制を一層強化し、内部統制

　システムおよびグループコンプラ

　イアンス体制の確立を目指す。

　④資源配分の適正化

　　全体最適の視点からグループ資

　源の配分を重視し、人材の交流な

　ど効率的な活用を図る。

　　

（２）ＳＭＯ事業の会社分割

　　①　分割会社の商号、事業内容

　　　　本店所在地

　　　　商号：株式会社綜合臨床薬

　　　　理研究所

　　　　事業内容：ＳＭＯ事業

　　　　本店所在地：東京都八王子

　　　　市横山町25番６号

　　②　会社分割に係る分割会社の

　　　　資本金、純資産、総資産等

　　　　資本金　　　250,000千円

　　　　純資産額　　500,000千円

　　　　総資産額　1,391,162千円

　　③　大株主及び持株比率

　　　　大株主：株式会社綜合臨床

　　　　ホールディングス

　　　　持株比率：100％

（３）エビデンス事業の会社分割

　　①　分割会社の商号、事業内容

　　　　本店所在地

　　　　商号：株式会社エビデンス

　　　　センター

　　　　事業内容：エビデンス事業

　　　　本店所在地：東京都渋谷区

　　　　代々木四丁目29番４号

　　②　会社分割に係る分割会社の

　　　　資本金、純資産、総資産等

　　　　資本金　　　 50,000千円

　　　　純資産額　　100,000千円

　　　　総資産額　　151,417千円

　　③　大株主及び持株比率

　　　　大株主：株式会社綜合臨床

　　　　ホールディングス

　　　　持株比率：100％

前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)
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　　 ２　株式取得による子会社化

　　当社は、平成19年８月30日開催

　の取締役会においてトライアルサ

　ポート株式会社の株式取得に関す

　る同社の主要な株主との基本合意

　書の締結を決議し、株式を取得い

　たしました。

（１）子会社化の目的

　　　四国地方における事業拠点を

　　新たに確保できるほか、事業の

　　効率化や合理化が見込まれ、当

　　社グループの業界内のシェア拡

　　大が推進され、グループ全体の

　　更なる事業拡大及び利益の拡大

　　が期待されます。

（２）株式取得の相手

　　寺川和仁、寺川浩司、その他個

　　人株主　

（３）子会社化する会社の概要

　　①　商号：トライアルサポート

　　　　株式会社

　　②　本店所在地：高知県高知市

　　　　南久保２番地６

　　③　代表者：寺川和仁

　　④　設立年月日：平成13年８月

　　　　29日

　　⑤　資本金：30,000千円

（４）株式取得の時期

　　平成19年８月31日

（５）取得する株式の数、取得価額

　　及び取得後の持株比率　　

　　①　取得する株式の数：480株

　　②　取得価額：960,000千円

　　③　取得後の持株比率：80.0％

（６）支払資金調達

　　　手元資金と運転借入の余剰資

　　金を充当し、一括支払しており

　　ます。

前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

EDINET提出書類

株式会社綜合臨床ホールディングス(E05394)

半期報告書

55/79



　　 （７）今後の株式取得の予定

　　①　取得の時期：平成20年１月

　　　　31日

　　②　株式取得の相手：寺川和仁

　　③　取得する株式の数：120株

　　④　取得価格：未定

　　⑤　取得後の持株比率：100.0%

３　多額な資金の借入

　　当社は、平成19年８月23日開催

　の取締役会決議に基づき、平成19

　年８月23日付で総額600,000千円　

　の借入を行いました。

（１）①　その旨及び使途

　　　　　運転資金の充実を図るた

　　　　　め

　　　②　借入先

　　　　　株式会社みずほ銀行

　　　③　借入金額

　　　　　300,000千円

　　　　　（特別当座貸越）

　　　④　借入金利

　　　　　年率1.830％

　　　⑤　実施時期

　　　　　平成19年８月27日

　　　⑥　返済方法

　　　　　期日一括返済

　　　⑦　返済期限

　　　　　平成20年８月27日

　　　⑧　担保資産又は保証の内容

　　　　　無担保・無保証

（２）①　その旨及び使途

　　　　　運転資金の充実を図るた

　　　　　め

　　　②　借入先

　　　　　株式会社三井住友銀行

　　　③　借入金額

　　　　　300,000千円

　　　　　（特別当座貸越）

　　　④　借入金利

　　　　　年率1.875％

　　　⑤　実施時期

　　　　　平成19年８月27日

　　　⑥　返済方法

　　　　　期日一括返済

　　　⑦　返済期限

　　　　　平成20年７月31日

　　　⑧　担保資産又は保証の内容

　　　　　無担保・無保証

前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)
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４　ストック・オプション（新株予

　約権）の発行

　　当社は、平成19年10月25日開催

　の第18回定時株主総会において、

　会社法第236条、第238条及び第

　239条の規定に基づきストック・

　オプションとして新株予約件を無

　償にて発行することを決議いたし

　ました。

（１）新株予約権の割当を受ける者　

　　　当社及び当社子会社の取締役

　　　及び使用人

（２）新株予約権の目的たる株式の

　　　種類及び数

　　　当社の普通株式1,500株を上

　　　限とする。

（３）発行する新株予約権の数

　　　1,500個（新株予約権１個当

　　　たり普通株式１株）

（４）新株予約権の発行価額

　　　無償で発行する

（５）新株予約権の行使時の払込金

　　　額

　　　　１株当たりの払込金額は、

　　　割当日の属する月の前月の各

　　　日（取引が成立しない日を除

　　　く。）の東京証券取引所にお

　　　ける当社普通株式の普通取引

　　　の終値の平均値の金額（１円

　　　未満の端数は切り上げる。）

　　　又は割当日の終値（当日に終

　　　値がない場合は、それに先立

　　　つ直近の取引日の終値）のい

　　　ずれか高い金額とする。

（６）新株予約権の行使期間

　　　　割当日から２年を経過した

　　　日より平成24年12月16日まで

　　　とする。

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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２ 【中間財務諸表等】

(1) 【中間財務諸表】

① 【中間貸借対照表】

　

前中間会計期間末

(平成19年１月31日)

当中間会計期間末

(平成20年１月31日)

前事業年度の
要約貸借対照表
(平成19年７月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 1,465,508 403,820 1,195,051

　２　売掛金 548,258 10,223 684,978

　３　たな卸資産 312,053 213 282,431

　４　その他 ※2 502,583 119,105 350,464

　  　貸倒引当金 △25,899 △17 △6,174

　　　流動資産合計 2,802,50564.2 533,34612.4 2,506,75157.1

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産 ※1 48,252 76,018 56,692

　２　無形固定資産 99,656 94,390 107,929

　３　投資その他の資産

　　(1) 投資有価証券 153,225 80,625 104,724

　　(2) 関係会社株式 1,142,630 3,226,759 1,500,154

　　(3) その他 122,431 310,420 122,373

　　    貸倒引当金 △6,000 △6,000 △6,000

　　　投資その他の資産合計 1,412,287 3,611,805 1,721,252

　　　固定資産合計 1,560,19635.8 3,782,21487.6 1,885,87442.9

　　　資産合計 4,362,701100.0 4,315,560100.0 4,392,625100.0
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前中間会計期間末

(平成19年１月31日)

当中間会計期間末

(平成20年１月31日)

前事業年度の
要約貸借対照表
(平成19年７月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　買掛金 10,877 ─ 35,720

　２　短期借入金 ※3 ─ 700,000 ─

　３　未払金 ─ 159,712 75,134

　４　前受金 663,366 ─ 606,994

　５　賞与引当金 38,893 4,641 46,466

　６　受注損失引当金 51,319 ─ 14,578

　７　その他 210,020 22,435 181,772

　　　流動負債合計 974,47822.3 886,78820.6 960,66621.9

Ⅱ　固定負債

  １　長期未払金 1,671 1,671 1,677

　　　固定負債合計 1,6710.0 1,6710.0 1,6770.0

　　　負債合計 976,14922.4 888,46020.6 962,34421.9

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 1,364,51731.3 1,364,51731.6 1,364,51731.1

　２　資本剰余金

　　(1) 資本準備金 1,640,117 1,640,117 1,640,117

　　　資本剰余金合計 1,640,11737.6 1,640,11738.0 1,640,11737.3

　３　利益剰余金

　　(1) 利益準備金 5,900 5,900 5,900

　　(2) その他利益剰余金

　　　　繰越利益剰余金 523,624 637,980 642,605

　　　利益剰余金合計 529,52412.1 643,88014.9 648,50514.8

　４　自己株式 △146,767△3.4 △217,352△5.0 △217,352△5.0

　　　株主資本合計 3,387,39277.6 3,431,16379.5 3,435,78878.2

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券
　　　評価差額金

△840 △6,410 △5,507

　　　評価・換算差額等
　　　合計

△840 0.0 △6,410△0.2 △5,507△0.1

Ⅲ　新株予約権 ─ ─ 2,3470.1 ─ ─

　　　純資産合計 3,386,55277.6 3,427,10079.4 3,430,28178.1

　　　負債・純資産合計 4,362,701100.0 4,315,560100.0 4,392,625100.0

　

EDINET提出書類

株式会社綜合臨床ホールディングス(E05394)

半期報告書

59/79



② 【中間損益計算書】

　

前中間会計期間

(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間会計期間

(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 606,839100.0 ─ ─ 2,110,747100.0

Ⅱ　売上原価 528,14987.0 ─ ─ 1,464,06569.4

　　　売上総利益 78,69013.0 ─ ─ 646,68130.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 334,93955.2 ─ ─ 711,74433.7

Ⅳ　営業収益

　１　経営指導料収入 ─ 286,457 ─

　２　受取配当金収入 ─ ─ ─ 128,859415,316100.0 ─ ─ ─

Ⅴ　営業費用 ─ ─ 316,94576.3 ─ ─

　　　営業利益又は
　　　営業損失(△)

△256,249△42.2 98,37023.7 △65,062△3.1

Ⅵ　営業外収益 ※１ 13,4502.2 14,4303.5 37,6231.8

Ⅶ　営業外費用 ※２ 683 0.1 5,8081.4 1,1010.1

　　　経常利益又は
　　　経常損失(△)

△243,482△40.1 106,99225.8 △28,541△1.4

Ⅷ　特別利益 ※３ 4,6210.7 411 0.1 6,1310.3

Ⅸ　特別損失 ※４ 145,62024.0 23,8825.8 150,5087.1

　　　税引前中間(当期)
　　　純利益又は純損失
　　　(△)

△384,481△63.4 83,52120.1 △172,918△8.2

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

6,681 475 12,357

　　　法人税等調整額 △160,536△153,854△25.4△18,000△17,524△4.2 △73,631△61,273△2.9

　　　中間(当期)純利益
　　　又は純損失(△)

△230,626△38.0 101,04624.3 △111,644△5.3
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③ 【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間(自　平成18年８月１日　至　平成19年１月31日)

　

株主資本 評価・換算差額等

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

資本準備金 利益準備金
その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年７月31日残高 (千円) 1,364,5171,640,1175,900 861,990 ― 3,872,525 △4,516

中間会計期間中の変動額

　剰余金の配当 △107,740 △107,740

　中間純損失 △230,626 △230,626

　自己株式の取得 △146,767△146,767

　株主資本以外の項目の中間
　会計期間中の変動額(純額)

3,676

中間会計期間中の変動額合計
 (千円)

― ― ― △338,366△146,767△485,133 3,676

平成19年１月31日残高 (千円) 1,364,5171,640,1175,900 523,624△146,7673,387,392 △840

　

当中間会計期間(自　平成19年８月１日　至　平成20年１月31日)

　　　　

株主資本
評価・換算
差額等

新株予約権
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

資本準備金 利益準備金
その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成19年７月31日残高
 (千円)

1,364,5171,640,1175,900 642,605△217,3523,435,788△5,507 ―

中間会計期間中の変動額

　剰余金の配当 △105,672 △105,672

　中間純利益 101,046 101,046

　株主資本以外の項目の
　中間会計期間中の
　変動額(純額)

△903 2,347

中間会計期間中の変動額合計
 (千円)

― ― ― △4,625 ― △4,625 △903 2,347

平成20年１月31日残高
 (千円)

1,364,5171,640,1175,900 637,980△217,3523,431,163△6,410 2,347

　

前事業年度(自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日)

　　　　

株主資本 評価・換算差額等

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

資本準備金 利益準備金
その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年７月31日残高 (千円) 1,364,5171,640,1175,900 861,990 ― 3,872,525 △4,516

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △107,740 △107,740

　当期純損失 △111,644 △111,644

　自己株式の取得 △217,352△217,352

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

△990

事業年度中の変動額合計
 (千円)

― ― ― △219,384△217,352△436,736 △990

平成19年７月31日残高 (千円) 1,364,5171,640,1175,900 642,605△217,3523,435,788 △5,507
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　
前中間会計期間

(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前事業年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

１　資産の評価基準及び評価方法 １　資産の評価基準及び評価方法 １　資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

　①　満期保有目的の債券

　　　　定額法による償却原価法を採用しており

ます。

　②　子会社株式及び関連会社株式

　　　　移動平均法による原価法を採用しており

ます。

　③　その他有価証券

　　　時価のあるもの

　　　　中間会計期間末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用しております。

　　　時価のないもの

　　　　移動平均法による原価法を採用しており

ます。

(2) たな卸資産

　①　商品

　　　　総平均法による原価法を採用しておりま

す。

　②　仕掛品

　　　　個別法による原価法を採用しておりま

す。

　③　貯蔵品

　　　　最終仕入原価法による原価法を採用して

おります。

(1) 有価証券

　①　　　──────

　②　子会社株式及び関連会社株式

　　　　　同左

　③　その他有価証券

　　　時価のあるもの

　　　　　同左

　

　

　

　

　

　　　時価のないもの

　　　　　同左

　(2) たな卸資産

　①　　　──────

   

  　

　②　　　──────

  

　  

　③　貯蔵品

　　　　　同左

(1) 有価証券

　①　満期保有目的の債券

　　　　定額法による償却原価法を採用しており

ます。

　②　子会社株式及び関連会社株式

　　　　　同左

　③　その他有価証券

　　　時価のあるもの

　　　　決算期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。

　　　時価のないもの

　　　　　同左

　(2) たな卸資産

　①　商品

　　　　総平均法による原価法を採用しておりま

す。　　

　②　仕掛品

　　　　個別法による原価法を採用しておりま

す。

　③　貯蔵品

　　　　　同左　

２　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

　　　定率法を採用しております。

　　　ただし取得価額10万円以上20万円未満

の少額減価償却資産については、一括

償却資産として３年間で均等に償却す

る方法を採用しております。

　　　なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

建物 ３～18年

車両運搬具 ６年

工具器具備品 ４～20年

２　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

　　　　　同左

 

２　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産　　　　

　　　　　同左
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　 前中間会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前事業年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

────── 　（追加情報） ──────

　１．　平成19年３月31日以前に取得
　　　したものについては、償却可能
　　　限度額まで償却が終了した翌年
　　　から５年間で均等償却する方法
　　　によっております。
　　　　なお、これによる当中間会計
　　　期間の損益に与える影響は軽微
　　　であります。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　

(2) 無形固定資産

　　　定額法を採用しております。

　　　なお、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間(５年)

に基づく定額法を採用しております。

(3) 長期前払費用

　　　均等償却によっております。

　２．　平成19年度法人税法改正に

　　　伴い、平成19年４月１日以降

　　　に取得したものについては、

　　　前事業年度の下期において、

　　　改正後の償却方法に変更いた

　　　しました。そのため、前中間

　　　会計期間は改正前の方法によ

　　　っており、当中間会計期間と

　　　同一の方法を採用できる適用

　　　対象資産はありません。

(2) 無形固定資産

　　　　　同左

(3) 長期前払費用

　　　　　同左

　

　

　

　

　

　

　

　

(2) 無形固定資産

　　　　　同左

(3) 長期前払費用

　　　 　　同左

３　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。

３　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　　　　　同左

３　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　　　　　同左

(2) 賞与引当金

　　　従業員の賞与の支給に備えるため、支給

見込額のうち当中間会計期間の負担額

を計上しております。

(2) 賞与引当金

　　　　　同左

(2) 賞与引当金

　　　従業員の賞与の支給に備えるため、支給

見込額のうち当事業年度の負担額を計

上しております。

(3) 受注損失引当金

　　　受注契約に係る将来の損失に備えるた

め、当中間会計期間末における受注契

約に係る損失見込額を計上しておりま

す。

　　　　　──────

　　　

(3) 受注損失引当金

　　　受注契約に係る将来の損失に備えるた

め、当事業年度末における受注契約に

係る損失見込額を計上しております。
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　 前中間会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前事業年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

　（追加情報）

　　  当社は、前払退職金制度を採用してお

り、退職時点の自己都合要支給額又は

期末時点の自己都合要支給額から前事

業年度末までの支給額を差し引いた額

を退職時又は期末に退職手当として支

給する制度であります。

　当該前払退職金制度のもと、従業員の

退職給付に備えるため、当事業年度に

おける退職給付債務の見込額に基づ

き、当中間会計期間末において発生し

ていると認められる額を未払退職給付

費用(流動負債の「その他」）として

計上しております。なお、退職給付債務

の見込額は、簡便法(退職給付に係る期

末自己都合要支給額を退職給付債務と

する方法)により計算しております。

　　　　　同左 　　　　  ──────

４　収益及び費用の計上基準

　　売上高計上基準

　　　ＳＭＯ事業収入については、１治験の契

約期間が１年超で、かつ１治験実施施

設あたりの契約金額が5,000千円以上

のＳＭＯ事業については原則として進

行基準を適用し、それ以外のＳＭＯ事

業については完成基準を適用しており

ます。その他の事業収入については、完

成基準を適用しております。

　　　　　──────

　　　

４　収益及び費用の計上基準

　　売上高計上基準

　　ＳＭＯ事業収入については、１治験の契

約期間が１年超で、かつ１治験実施施

設あたりの契約金額が5,000千円以上

のＳＭＯ事業については原則として進

行基準を適用し、それ以外のＳＭＯ事

業については完成基準を適用しており

ます。その他の事業収入については、完

成基準を適用しております。

５　リース取引の処理方法

　　　リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス

・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。

５　リース取引の処理方法

　　　　　同左

５　リース取引の処理方法

　　　　　同左

６　その他中間財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

　　消費税等の会計処理

　　　消費税及び地方消費税の会計処理につ

いては、税抜方式によっております。

６　その他中間財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

　　消費税等の会計処理

　　　　　同左

６　その他財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項

　　消費税等の会計処理

　　　　　同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

　

前中間会計期間

(自　平成18年８月１日

至　平成19年１月31日)

当中間会計期間

(自　平成19年８月１日

至　平成20年１月31日)

前事業年度

(自　平成18年８月１日

至　平成19年７月31日)

(収益の計上基準の変更)

　ＳＭＯ事業収入の収益の計上基準

については、従来、原則として進行

基準によっておりましたが、当中間

会計期間より、１治験の契約期間が

１年超で、かつ１治験実施施設あた

りの契約金額が5,000千円以上のＳ

ＭＯ事業については原則として進行

基準を適用し、それ以外のＳＭＯ事

業については完成基準を適用するこ

とに変更しております。この変更は

治験にかかる獲得症例数が契約症例

数を下回り当初の契約金額が減額と

なる、いわゆるカットオフと呼ばれ

る事象が近年増加傾向にあり、特に

契約期間が短くかつ契約金額が少額

な案件については利益の見積りに大

きな影響を及ぼすことになり、進行

基準の適用が適さない場合が増加す

る傾向にあることから、当中間会計

期間より１治験の契約期間が１年超

で、かつ１治験実施施設あたりの契

約金額が5,000千円以上のＳＭＯ事

業については原則として進行基準を

適用し、それ以外のＳＭＯ事業につ

いては完成基準を適用することに変

更したものであります。

　この変更に伴い、従来の方法によ

った場合に比べ、売上高が271,566

千円及び売上原価が180,178千円減

少し、営業損失、経常損失及び税引

前中間期純損失がそれぞれ91,387千

円増加しております。

　　　　　――――――― (収益の計上基準の変更)

　ＳＭＯ事業収入の収益の計上基準

については、従来、原則として進行

基準によっておりましたが、当中間

会計期間より、１治験の契約期間が

１年超で、かつ１治験実施施設あた

りの契約金額が5,000千円以上のＳ

ＭＯ事業については原則として進行

基準を適用し、それ以外のＳＭＯ事

業については完成基準を適用するこ

とに変更しております。この変更は

治験にかかる獲得症例数が契約症例

数を下回り当初の契約金額が減額と

なる、いわゆるカットオフと呼ばれ

る事象が近年増加傾向にあり、特に

契約期間が短くかつ契約金額が少額

な案件については利益の見積りに大

きな影響を及ぼすことになり、進行

基準の適用が適さない場合が増加す

る傾向にあることから、当中間会計

期間より１治験の契約期間が１年超

で、かつ１治験実施施設あたりの契

約金額が5,000千円以上のＳＭＯ事

業については原則として進行基準を

適用し、それ以外のＳＭＯ事業につ

いては完成基準を適用することに変

更したものであります。

　この変更に伴い、従来の方法によ

った場合に比べ、売上高が366,967千円

及び売上原価が230,876千円減

少し、営業損失、経常損失及び税引

前中間期純損失がそれぞれ136,091千円

増加しております。
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　 前中間会計期間

(自　平成18年８月１日

 至　平成19年１月31日)

当中間会計期間

(自　平成19年８月１日

 至　平成20年１月31日)

前事業年度

(自　平成18年８月１日

 至　平成19年７月31日)

　――――――― ――――――― （減価償却方法の変更）　

　平成19年度法人税法改正に伴い、平成

19年４月１日以降に取得した有形固定

資産については改正後の償却方法によ

り減価償却費を計上しております。

　なお、これによる当事業年度の損益に

与える影響は軽微であります。

　

表示方法の変更

　

前中間会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

（中間貸借対照表）

　「前受金」は負債及び純資産の合計額の100分の５を超え

たため、区分掲記することとしました。なお、前中間会計期間

末の「前受金」の金額は168,261千円であります。

（中間貸借対照表）

　前中間会計期間において区分掲記しておりました「前受

金」は負債及び純資産の合計額の100分の５以下となったた

め、流動負債の「その他」に含めて表示しております。なお、

当中間会計期間末の「前受金」の金額は4,180千円でありま

す。

――――――― （中間損益計算書）

　当社は、平成19年８月１日付で持株会社体制へ移行したこ

とに伴い、売上高に関しては、前事業年度末までＳＭＯ事業

の売上が中心でありましたが、当中間会計期間から、各事業

会社からの経営指導料収入等の事業収入となり、これらを

「営業収益」として表示しております。

　また、「営業収益」に係る原価と販売費、一般管理費を「営

業費用」として表示しております。
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注記事項

　(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末
(平成19年１月31日)

当中間会計期間末
(平成20年１月31日)

前事業年度末
(平成19年７月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計

　額

85,801千円

※１　有形固定資産の減価償却累計

　額

51,703千円

※１　有形固定資産の減価償却累計

　額

94,833千円

※２　消費税等の取扱い

　　　 仮払消費税等及び仮受消費税

　　　 等は相殺のうえ、流動資産の　

　　　「その他」に含めて表示して

       おります。

　　

※２　消費税等の取扱い

　　　 　　同左

　　　　

※２　──────

※３　運転資金の効率的な調達を行

 うため、取引銀行１行と当座貸

 越契約を締結しております。当

 該契約に基づく当中間会計期間

 末の借入未実行残高は次のとお

 りであります。

当座貸越限度額 150,000千円

借入実行残高 　　　 ―千円

差引額 150,000千円

※３　運転資金の効率的な調達を行

 うため、取引銀行２行と当座貸

 越契約を締結しております。当

 該契約に基づく当中間会計期間

 末の借入未実行残高は次のとお

 りであります。

当座貸越限度額 1,000,000千円

借入実行残高 　　600,000千円

差引額 400,000千円

※３　運転資金の効率的な調達を行

 うため、取引銀行１行と当座貸

 越契約を締結しております。当

 該契約に基づく当事業年度末の

 借入未実行残高は次のとおりで

 あります。

当座貸越限度額 150,000千円

借入実行残高 　　 ―千円

差引額 150,000千円
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　(中間損益計算書関係)

前中間会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前事業年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

※１　営業外収益のうち重要なもの

受取利息 　788千円

有価証券利息 　143千円

受取配当金 1,641千円

投資有価証券
売却益

4,034千円

業務委託費
返戻金

2,285千円

子会社業務
受託収入

1,800千円

治験資材購入
補填金

2,583千円

※１　営業外収益のうち重要なもの

受取利息 900千円

有価証券利息 202千円

受取配当金 988千円

投資有価証券
売却益

7,857千円

子会社業務
受託収入

1,666千円

　　　

※１　営業外収益のうち重要なもの

受取利息 2,037千円

有価証券利息 562千円

受取配当金 6,154千円

投資有価証券
売却益

11,127千円

業務委託費
返戻金

4,751千円

人材紹介料 7,142千円

※２　営業外費用のうち重要なもの

自己株関連
手数料

522千円

※２　営業外費用のうち重要なもの

支払利息 5,299千円

　　　

※２　営業外費用のうち重要なもの

自己株式関連
手数料

915千円

※３　特別利益のうち重要なもの

貸倒引当金
戻入益

2,621千円

オフィス移転
費用補填金

2,000千円

※３　特別利益のうち重要なもの

車両売却益 411千円

　　　

※３　特別利益のうち重要なもの

貸倒引当金
戻入益

4,131千円

オフィス移転
費用補填金

2,000千円

※４　特別損失のうち重要なもの

投資有価証券
売却損

50,000千円

投資有価証券
評価損

30,799千円

子会社株式
評価損

44,969千円

貸倒引当金
繰入額

18,215千円

※４　特別損失のうち重要なもの

投資有価証券
評価損

13,389千円

オフィス移転
費用

6,507千円

固定資産除却損 3,544千円

　　　　　

※４　特別損失のうち重要なもの

投資有価証券
売却損

50,000千円

投資有価証券
評価損

29,799千円

子会社整理損 59,575千円

　５　減価償却実施額

有形固定資産 7,909千円

無形固定資産 13,111千円

　

　５　減価償却実施額

有形固定資産 7,766千円

無形固定資産 15,349千円

　　　　

　５　減価償却実施額

有形固定資産 19,219千円

無形固定資産 27,482千円
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(中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間(自　平成18年８月１日　至　平成19年１月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末
株式数（株）

当中間会計期間
増加株式数（株）

当中間会計期間
減少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

普通株式 　(注) ― 1,200 ― 1,200

合計 ― 1,200 ― 1,200

　
　(注)　自己株式の株式数の増加1,200株は、機動的な資本政策を遂行するために、平成18年９月15日開催の取締

　　　　役会決議に基づき取得したものであります。

　

当中間会計期間(自　平成19年８月１日　至　平成20年１月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末
株式数（株）

当中間会計期間
増加株式数（株）

当中間会計期間
減少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

普通株式 2,068 ― ― 2,068

合計 2,068 ― ― 2,068

　

　

前事業年度(自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末
株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

普通株式 　(注) ― 2,068 ― 2,068

合計 ― 2,068 ─ 2,068

　(注)　自己株式の株式数の増加2,068株は、機動的な資本政策を遂行するために、平成18年９月15日及び平成19

　　　　年３月９日開催の取締役会決議に基づき取得したものであります。
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　(リース取引関係)

前中間会計期間(自　平成18年８月１日　至　平成19年１月31日)

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

　１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額及び中間期末残高相当額

　　　　 　　　　　　　　　(単位：千円)

取得価額相当額 減価償却累計額相当額 中間期末残高相当額

有形固定資産 3,666 2,382 1,283

無形固定資産
(ソフトウェア)

― ― ―

合計 3,666 2,382 1,283

　(注)　取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が未経過リース料中間期末残高および有形固定資産等の中

        間期末残高に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

　　　　

　２　未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 733千円

１年超 550千円

合計 1,283千円

　　　　　(注)　未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が未経過リース料中間期末

　　　　　　　　残高および有形固定資産等の中間期末残高に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定

　　　　　　　　しております。

　　

　３　支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額

支払リース料 366千円

減価償却費相当額 366千円

　

　４　減価償却費相当額の算定方法

　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

　

当中間会計期間(自　平成19年８月１日　至　平成20年１月31日)

　内容の重要性が乏しく、契約１件あたりの金額が少額なため、中間財務諸表等規則第５条の３の

規定に基づき記載を省略しております。

　　　

前事業年度(自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日)

　内容の重要性が乏しく、契約１件あたりの金額が少額なため、財務諸表等規則第８条の６第６項

　の規定に基づき記載を省略しております。
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　(有価証券関係)

　前中間会計期間末（平成19年１月31日）

　　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

　

　当中間会計期間末（平成20年１月31日）

　　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

　

　前事業年度末（平成19年７月31日）

　　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

　

　(企業結合等関係)

　前中間会計期間（自　平成18年８月１日　至　平成19年１月31日）

　　該当事項はありません。

　

　当中間会計期間（自　平成19年８月１日　至　平成20年１月31日）

　　中間連結財務諸表等の「企業結合等関係」に記載のとおりであります。

　

　前事業年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日）

　　重要性が乏しいため記載を省略しております。
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　　(１株当たり情報)

前中間会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前事業年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

１株当たり純資産額 31,786円67銭 １株当たり純資産額 32,409円28銭 １株当たり純資産額 32,461円60銭

１株当たり中間純損失 2,157円62銭 １株当たり中間純利益 956円23銭 １株当たり当期純損失 1,048円98銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間
純利益金額については、潜在株式は存
在するものの１株当たり中間純損失で
あるため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間
純利益金額については、希薄化効果を
有している潜在株式が存在しないため
記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期
純利益金額については、潜在株式は存
在するものの１株当たり当期純損失で
あるため記載しておりません。

　 (注)１株当たり中間純利益及び中間(当期)純損失の算定上の基礎は以下のとおりであります。

項目
前中間会計期間

(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前事業年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

１株当たり中間純利益又は中間(当期)
純損失金額

　(1)中間純利益又は中間(当期)純
　　 損失(△)　　　　　(千円)

△230,626 101,046 △111,644

　(2)普通株主に帰属しない金額
　　　　　　　　　 　　(千円)

― ― ―

　(3)普通株式に係る中間純利益又
　　 は中間(当期)純損失(△)　　　　　　　　　　
　
　　　　　　　　　　　 (千円)　

△230,626 101,046 △111,644

　(4)普通株式の期中平均株式数
　　　　　　　　　　　　 (株)

106,889 105,672 106,432

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間(当期)純利益の算

定に含まれなかった潜在株式の概要

平成13年改正旧商法第280
条ノ20及び平成13年改正
旧商法第280条ノ21の規定
に基づく新株予約権
　株主総会の決議年月日
　　平成17年10月27日
　新株予約権の数
　　946個
　(平成19年１月末現在)
　新株予約権の目的とな
　る株式の種類及び数
　　普通株式　946株
　(平成19年１月末現在)
　　

平成13年改正旧商法第280
条ノ20及び平成13年改正
旧商法第280条ノ21の規定
に基づく新株予約権
　株主総会の決議年月日
　　平成17年10月27日
　新株予約権の数
　　930個
　(平成20年１月末現在)
　新株予約権の目的とな
　る株式の種類及び数
　　普通株式　930株
　(平成20年１月末現在)
会社法第236条、会社法第
238条及び会社法第239条
の規定に基づく新株予約
権
　株主総会の決議年月日
　　平成19年10月25日
　新株予約権の数
　　1,500個
　(平成20年１月末現在)
　新株予約権の目的とな
　る株式の種類及び数
　　普通株式　1,500株
　(平成20年１月末現在)

平成13年改正旧商法第280
条ノ20及び平成13年改正
旧商法第280条ノ21の規定
に基づく新株予約権
　株主総会の決議年月日
　　平成17年10月27日
　新株予約権の数
　　930個
　(平成19年７月末現在)
　新株予約権の目的とな
　る株式の種類及び数
　　普通株式　930株
　(平成19年７月末現在)
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(重要な後発事象)

前中間会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前事業年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

１　子会社の解散

　　当社は、平成19年３月９日開催

　の取締役会において、連結子会社

　である株式会社ＳＯＧＯメディプ

　ラスが業績不振であることを理由

　として、同社への短期貸付金の元

　利金18,234千円の債権放棄および

　同社の解散を決議しました。

　　なお当中間会計期間において、

　同元利金のうち18,215千円につい

　ては貸倒引当金を設定し、また同

　社株式については子会社株式評価

　損として44,969千円を計上してお

　ります。

解散する子会社の概要

　① 商号：株式会社ＳＯＧＯメデ

　ィプラス

　② 本店所在地：東京都新宿区四

　谷二丁目13番3号

　③ 代表者：代表取締役桐畑 博史

　④ 設立年月日：

　　　　　　平成17年11月１日

　⑤ 資本金：60,000千円

　⑥ 事業内容：治験コーディネー

　ターの派遣業務および医療従事者

　の人材紹介業務

　⑦ 主要株主：当社80％

　⑧ 解散の時期：

　　　　解散日

　　　　　平成19年３月９日

　　　　清算結了

　　　　　平成19年５月予定

　⑨ 負債総額：26,507千円

２　自己株式の取得

　　自己株式の取得に関しまして
　は、中間連結財務諸表等の「重要
　な後発事象」に記載しておりま
　す。

３　持株会社体制への移行

　　持株会社体制への移行に関しま
　しては、中間連結財務諸表等の
　「重要な後発事象」に記載してお
　ります。

１　株式追加取得による完全子会社

　　化

　　株式追加取得による完全子会社

　化に関しましては中間連結財務諸

　表等の「重要な後発事象」に記載

　しております。

１　会社分割

　　会社分割に関しましては連結財

　務諸表等の「重要な後発事象」に

　記載しております。

２　株式取得による子会社化

　　株式取得による子会社化に関し

　ましては連結財務諸表等の「重要

　な後発事象」に記載しておりま　

　す。

３　多額な資金の借入

　　多額な資金の借入に関しまして

　は連結財務諸表等の「重要な後発

　事象」に記載しております。

４　ストック・オプション（新株予

　約権）の発行

　　ストック・オプション（新株予

　約権）の発行に関しましては連結

　財務諸表等の「重要な後発事象」

　に記載しております。

　

(2) 【その他】

　該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 臨時報告書

平成19年８月６日関東財務局長に提出

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社

の異動）の規定に基づく臨時報告書であります。

(2) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度　第18期　(自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日)

平成19年10月26日関東財務局長に提出

(3) 有価証券報告書の訂正報告書

事業年度　第18期　(自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日)

平成19年11月16日関東財務局長に提出

(4) 有価証券報告書の訂正報告書

事業年度　第19期　(自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日)

平成20年４月18日関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書

　

平成１９年４月２６日

株式会社　綜合臨床薬理研究所

　取 締 役 会　　御　中

仰星監査法人

　

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士　　中川　隆之　　印　

　

業務執行社員
公認会計士　　原　　伸夫　　印　

　

　当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社綜合臨床薬理研究所の平成１８年８月１日から平成１９年７月３１日までの連結会計

年度の中間連結会計期間（平成１８年８月１日から平成１９年１月３１日まで）に係る中間連結財務諸

表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結

キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法

人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損

なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的

手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間

監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社綜合臨床薬理研究所及び連結子会社の平成１９年１月３１日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１８年８月１日から平成１９年１月３１日

まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　

追記情報

１．中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更（収益の計上基準の変更）に記載のと

おり、会社は当中間連結会計期間より、ＳＭＯ事業収入の収益計上基準を変更した。

２.（重要な後発事象）１．に記載のとおり、会社は平成１９年３月９日開催の取締役会において、連結子

会社である株式会社SOGOメディプラスへの債権放棄および同社の解散を決議している。

３.（重要な後発事象）２．に記載のとおり、会社は平成１９年３月９日開催の取締役会において、自己株

式の取得を決議している。

４.（重要な後発事象）３．に記載のとおり、会社は平成１９年３月９日開催の取締役会において、持株会

社体制へ移行する旨の基本方針を決議している。

　
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　　上　　
※　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が
別途保管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

　

平成２０年４月２４日

株式会社　綜合臨床ホールディングス

　取 締 役 会　　御　中

仰星監査法人

　

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士　　中川　隆之　　印　

　

業務執行社員
公認会計士　　原　　伸夫　　印　

　

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている株式会社綜合臨床ホールディングスの平成１９年８月１日から平成２０年７月３

１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１９年８月１日から平成２０年１月３１日まで）に

係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算

書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法

人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損

なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的

手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間

監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社綜合臨床ホールディングス及び連結子会社の平成２０年１月３１日現

在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１９年８月１日から平成２０年１月

３１日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。

　

追記情報

１．中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更（収益の計上基準の変更）に記載のと

おり、会社は当中間連結会計期間より、ＳＭＯ事業収入の収益の計上基準を変更した。

２．（重要な後発事象）に記載のとおり、会社は平成２０年２月２２日にトライアルサポート株式会社の

株式を追加取得し、同社を完全子会社とした。

　
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　　上　　
※　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が
別途保管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

　

平成１９年４月２６日

株式会社　綜合臨床薬理研究所

　取 締 役 会　　御　中

仰星監査法人

　

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士　　中川　隆之　　印　

　

業務執行社員
公認会計士　　原　　伸夫　　印　

　

　当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社綜合臨床薬理研究所の平成１８年８月１日から平成１９年７月３１日までの第１８期

事業年度の中間会計期間（平成１８年８月１日から平成１９年１月３１日まで）に係る中間財務諸表、す

なわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この

中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見

を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法

人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう

な重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を

中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結

果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社綜合臨床薬理研究所の平成１９年１月３１日現在の財政状態及び同日をもって

終了する中間会計期間（平成１８年８月１日から平成１９年１月３１日まで）の経営成績に関する有用

な情報を表示しているものと認める。

　

追記情報

１．中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更（収益の計上基準の変更）に記載のと

おり、会社は当中間連結会計期間より、ＳＭＯ事業収入の収益計上基準を変更した。

２.（重要な後発事象）１．に記載のとおり、会社は平成１９年３月９日開催の取締役会において、連結

子会社である株式会社SOGOメディプラスへの債権放棄および同社の解散を決議している。

３.（重要な後発事象）２．に記載のとおり、会社は平成１９年３月９日開催の取締役会において、自己

株式の取得を決議している。

４.（重要な後発事象）３．に記載のとおり、会社は平成１９年３月９日開催の取締役会において、持株

会社体制へ移行する旨の基本方針を決議している。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　　上　　

※　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が
別途保管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

　

平成２０年４月２４日

株式会社　綜合臨床ホールディングス

　取 締 役 会　　御　中

仰星監査法人

　

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士　　中川　隆之　　印　

　

業務執行社員
公認会計士　　原　　伸夫　　印　

　

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている株式会社綜合臨床ホールディングスの平成１９年８月１日から平成２０年７月３

１日までの第１９期事業年度の中間会計期間（平成１９年８月１日から平成２０年１月３１日まで）に

係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中

間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財

務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法

人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう

な重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を

中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結

果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社綜合臨床ホールディングスの平成２０年１月３１日現在の財政状態及び同日を

もって終了する中間会計期間（平成１９年８月１日から平成２０年１月３１日まで）の経営成績に関す

る有用な情報を表示しているものと認める。

　

追記情報

１．（重要な後発事象）に記載のとおり、会社は平成２０年２月２２日にトライアルサポート株式会社の

株式を追加取得し、同社を完全子会社とした。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　　上　　

※　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が
別途保管しております。
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